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創 業
所 在 地
電 話 番 号
出 資 金
会 員 数
店 舗 数
店外Ａ Ｔ Ｍ
常勤役職員数
預 金 量
融 資 量

宍粟市、佐用郡佐用町、揖保郡太子町、たつの市、姫路市、
相生市、高砂市、加古川市、神崎郡の内福崎町、赤穂郡上郡町、
赤穂市、加古郡播磨町・稲美町、明石市、神戸市の内西区

（平成29年3月31日現在）

昭和23年8月15日
兵庫県宍粟市山崎町山崎190番地
0790－62－7701（代表）
969,521千円
25,782名
26店舗
15ヵ所
348名
440,724百万円
196,767百万円

（平成29年3月31日現在）
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2017DISCLOSURE

地域で最も信用、信頼される
金融機関をめざして

　平素は、西兵庫信用金庫に格別のお引き立てを賜り心
より厚くお礼申し上げます。本年も皆様がより一層
についてご理解いただくことを願い、当金庫の経営理念、
業績、経営内容等をまとめた「西兵庫信用金庫の現況
2017」を作成いたしました。ご高覧頂きますようお願い申し
上げます。
　さて、平成28年度のわが国金融・経済を振り返えります
と、中国の景気減速、原油安、英国の欧州連合（EU）離脱
などの海外要因により資金が安全資産に向かった結果
円高となったこともあり、日本経済は景気停滞感が強まりま
した。また、円高の影響で輸入物価に下落圧力がかかり、
消費者物価上昇率は再びマイナスに陥ったことなどから、
日本銀行は平成28年2月にマイナス金利政策を導入し、
同年9月には長期金利操作付き量的・質的金融緩和に踏み
切るなど、デフレ脱却に向けた金融政策を一段と進めま
した。一方、金融庁は、平成28年9月に「金融仲介機能の
ベンチマーク」、同年10月に「平成28事務年度金融行政
方針」を公表しました。これらを通じて、特に地域金融機関
に対しては、金融仲介機能の一層の発揮ならびに発揮状況
についての自己評価分析及び開示と対話を促すとともに
持続可能な顧客本位のビジネスモデルの構築と実践を
求めることとなりました。
　このような情勢下、当金庫は、3カ年計画「 中期
経営計画2015（独自性発揮による地域密着型金融の更
なる深化と金庫の安定成長をめざして）」の中間年度と
して、積極的に事業推進に取り組みました結果、業容面に
おきましては、預金は、対前年度比で期末残高が2.0％
増加、期中平均残高は1.5％増加いたしました。一方、貸出
金は、対前年度比で期末残高が1.3％増加、期中平均残
高は1.1％増加いたしました。損益面におきましては、リスク
管理の徹底と、諸経費の節減に努めました結果、今期の
業務純益は21億8千万円、当期純利益は15億円を確保

することが出来ました。リスク管理債権の状況におきまして
は、平成29年3月末日現在で、貸出金に占める割合は4.3％
となっております。しかし、そのほぼ全額を貸倒引当金ある
いは担保等でカバーしており、信用リスクは極めて低い
状態であります。自己資本比率も18.7％と国内基準の4％
を大きく上回る水準であり、安全性を確固なものにして
おり、当金庫の資産内容は高い健全性を維持しており
ます。これも偏に会員、お取引先の皆様のご愛顧、ご支援
の賜物と厚くお礼申し上げます。
　平成29年度は、政府の経済見通しによると、海外経済
の不確実性、金融資本市場の変動の影響等に留意する
必要があるものの、各種政策の推進等により、雇用・所得
環境が引き続き改善し、経済の好循環が進展する中で、
民需を中心とした景気回復が見込まれ、物価についても、
景気回復により需給が引き締まっていく中で上昇し、デフレ
脱却に向けて前進すると見込まれています。
　当金庫においては、3カ年計画「 中期経営計画
2015（独自性発揮による地域密着型金融の更なる深化と
金庫の安定成長をめざして）」の最終年度となります。引き
続きコンプライアンス意識を徹底したうえで、地域の皆様に
良質な金融サービスを提供し企業活動や個人の資産形成
のお手伝いをすることが、地域経済の活性化にもつながり、
結果として当金庫自身も安定した顧客基盤と成長を確保
することになるものと考えます。当金庫と会員、地域の皆様
との絆を一層深め、最良の金融サービスを提供することに
より地域社会の持続的な発展に貢献するとともに、当金庫
が安定成長軌道に乗るよう、役職員一丸となって尽力し
精進を重ねる所存でございます。
　今後とも何卒、倍旧のご支援ご鞭撻を賜りますよう心より
お願い申し上げます。

平成29年7月

■ ご あ いさつ

理事長
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2017 DISCLOSURE

～地域で最も信用、信頼される金融機関をめざして～

（1）信用金庫の公共性、社会的責任の自覚
金庫の公共的役割を自覚し、経営の自己責任に基づく健全経営に徹し、その社会的使命を全うすることによって地域
社会の発展に寄与します。

（2）お客様第一主義の徹底
お客様に誠心誠意、親切の心をもって接し、正確、迅速な金融サービスを実践します。

（3）誠実公正な行動
法令及びその精神を遵守し、社会的規範にもとることのないよう、行動は誠実かつ公正を旨とします。

（4）地域社会への貢献
金融を通じて地域社会の発展の為、地域とのコミュニケーションを密にして、産業の振興、文化の発展に寄与します。

（5）人間性尊重
心の豊かさを大切にして、人間性尊重の精神に溢れた働きがいのある風土を築き上げます。

（6）環境問題への取組み
資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するとともに、環境保全に寄与する金融サービスを提供するなど、環境
問題に積極的に取組みます。

（7）反社会的勢力の排除
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断固として排除します。

（8）地域社会とのコミュニケーション
経営等の情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、広く地域社会とのコミュニケーションの充実を図ります。

❶  預金及び定期積金の受入れ
❷  資金の貸付け及び手形の割引
❸  為替取引
❹  上記❶～❸の業務に付随する次に掲げる業務その他の業務
（1）債務の保証又は手形の引受け　（2）有価証券〔（5）に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するものを除く〕の売買（有価
証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く）又は有価証券関連デリバティブ取引（投資の目的をもってするものに限る）　（3）有価
証券の貸付け　（4）国債証券、地方債証券若しくは政府保証債券（以下「国債証券等」という）の引受け（売出しの目的をもってするものを
除く）並びに当該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い及びはね返り玉の買取り　（5）金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随する
業務　（6）次に掲げる者の業務の代理〔株式会社日本政策金融公庫/独立行政法人住宅金融支援機構/独立行政法人勤労者退職金共済
機構/日本銀行/独立行政法人農林漁業信用基金/独立行政法人中小企業基盤整備機構/西日本建設業保証株式会社/日本酒造組合中央
会/一般社団法人しんきん保証基金/年金積立金管理運用独立行政法人/公益社団法人全国市街地再開発協会/独立行政法人福祉医療
機構/一般社団法人全国石油協会〕　（7）次に掲げる者の業務の代理又は媒介（内閣総理大臣の定めるものに限る）〔金庫（信用金庫及び
信用金庫連合会）〕　（8）信託会社又は信託業務を営む金融機関の業務の代理又は媒介（内閣総理大臣の定めるものに限る。）〔信金中央
金庫〕　（9）国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い　（10）保護預り及び貸金庫業務　他

❺  国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有価証券について金融商品取引法により信用金庫が営むことのできる 
　　業務（上記❹により行う業務を除く）
❻  法律により信用金庫が営むことの出来る業務
（1）保険業法により行う保険募集
（2）中小企業等協同組合法により行う共済募集
（3）地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
（4）確定拠出年金法により行う業務
（5）高齢者の居住の安定確保に関する法律の定めるところにより、高齢者居住支援センターからの委託を受けて行う債務保証の申込の
　　受付及び保証債務履行時の事務等
（6）電子記録債権法の定めるところにより、電子債権記録機関の委託を受けて行う電子債権記録業に係る業務

1. 地域と共生し豊かな街づくりに奉仕します。
2. 顧客に最良の金融サービスを提供し信頼に応えます。
3. 金庫の健全な発展に努めます。
4. 明るく働きがいのある職場づくりに努めます。

経 営 理 念

行 動 規 範

主な業務の内容

私たちは

3
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2017DISCLOSURE

西兵庫信用金庫と地域社会

～地域で最も信用、信頼される金融機関をめざして～
　当金庫は、西播磨地域を主な事業区域として、地元の中小企業者や住民が会員となって、お互いに助け合い、お互いに
発展していくことを共通の理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。
　地元のお客様からお預かりした大切な資金（預金積金）は、地元で資金を必要とするお客様に融資を行って、事業や生
活の繁栄のお手伝いをするとともに、地域社会の一員として地元の中小企業者や住民との強い絆とネットワークを形成
し、地域経済の持続的な発展に努めております。また、金融機能の提供にとどまらず、文化、環境、教育といった面も視野
に入れ、広く地域社会の活性化に積極的に取組んでおります。

1. 地域と共生し豊かな街づくりに奉仕します。
2. 顧客に最良の金融サービスを提供し信頼に応えます。
3. 金庫の健全な発展に努めます。
4. 明るく働きがいのある職場づくりに努めます。

お取引先への支援について
　当金庫では企業支援部が中心となって、企業の経営改善のお手伝いをし
ております。また、兵庫県立大学と連携を行い、一緒に個別企業の技術相談
や工場を訪問するなどの活動を行っております。
　その他にも、経営者及び次世代経営者の異業種交流・親睦を図る場として、
「にししんクラブ」を昭和57年5月に発足、平成20年8月には、「にししん
J-CLUB（次世代経営者を中心とした会）」を立ち上げ、現在では両クラブで
約270名の方が会員となっておられます。研修旅行、勉強会等の他に外部
講師を招いた講演会を行い、多数の参加をいただいております。

当金庫では地域のお客様の着実な資産作りの
お手伝いをさせていただくため、新商品の開発
やサービスの一層の充実に努めております。

地域の皆様からお預かりした預金は、資金を
必要とされている地域のお客様に幅広くご利
用いただいております。

貸出金以外の資金運用については、安全
第一を心がけております。

※計数は平成29年3月31日現在のものです。

預金積金について

ご融資について

貸出金以外の運用について

預金積金残高

貸出金残高

預け金残高
有価証券残高4,407億円

1,967億円

1,377億円
1,386億円

にししんクラブ連合会講演会
ラジオパーソナリティ谷五郎氏
「宍粟、魅力大発見！」

にししんJ-CLUBセミナー　
株式会社長田ＧＨ代表取締役社長長田博氏
「社員に愛され、地域に愛される会社を目指して」

（中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組みの状況）

　当金庫は、「地域と共生し豊かな街づくりに奉仕する。」「顧客に最良の金融サービスを提供し信頼に応える。」ことを経営理念として掲げ、創業以来
培ってきたお客さまとのリレーションシップをもとに、地域金融機関としての機能発揮に役職員一同本気で取組み、「地域で最も信用、信頼される金
融機関」を目指しています。
　平成28年度は、当金庫営業エリア内の各自治体において自らが策定した地域創生総合戦略の具体策への取組みが本格的に始動する年度でし
た。当金庫は、地域金融機関として地域・企業へ深く関与していく方針であり、地域支援、企業支援体制の一層の充実強化を図り、「顧客企業の経営改
善等に資するコンサルティング機能の発揮」に一層注力するとともに、「地域の創生支援・活性化への取組強化」「地域や利用者に対する積極的な情
報発信」の推進を通じて、引き続き地域密着型金融の実践に積極的に取組みました。

１． 顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮
（１）日常的・継続的な関係強化に向けた取組み
①事業計画策定への関与と効果的モニタリングの実施による企業支援のＰ
ＤＣＡサイクルの実現
・定期的に訪問を行い、経営計画書の策定・進捗のモニタリングや課題解決
に向けた提案・指導を実施

②ビジネス展、商談会、相談会、セミナー等を活用した企業支援の強化、経営
課題の抽出と支援戦略の立案・実施

・販路拡大としてビジネス展や商談会の情報提供や事業承継として専門家に
よる個別相談会への参加などライフステージに応じた支援メニューを提案
・平成28年10月23日に「第2回しそうビジネスサポート」を宍粟市・宍粟市
商工会と共同開催し地域活性化に向けてビジネス展、個別商談会、経営
相談会を実施

（２）目利き能力の向上
○顧客企業のライフステージ等に応じた事業ニーズに対応できるように、
「目利き能力」の向上に向けた人財育成

地域密着型金融に関する取組状況

地域の豊かな
未来のために

お客様
会　員
会員数

25,782名

出資金・預金
積
金

ご
融
資・支援サービス

●常勤役職員数	 348名
●事業所数
　　店舗数 26店舗
　　店外ATM	 15ヵ所

西兵庫信用金庫
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2017 DISCLOSURE

経営改善支援等の取組み実績【28年4月～29年3月】 （単位：先数）

期初
債務者数
A

うち経営改善支援
取組み先数
α

αのうち期末に債務者区分
がランクアップした先数

β

αのうち期末に債務者区分
が変化しなかった先数

γ

αのうち再生計画を
策定している全ての先数

δ

経営改善支援
取組み率
α/A

ランク
アップ率
β/α

再生計画
策定率
δ/α

正常先 ① 3,017 0 0 0 0.0% ―
要
注
意
先

うちその他要注意先② 481 68 4 61 68 14.1% 5.9% 100.0%
うち要管理先 ③ 0 0 0 0 0 ― ― ―

破綻懸念先 ④ 92 9 1 8 9 9.8% 11.1% 100.0%
実質破綻先 ⑤ 85 0 0 0 0 0.0% ― ―
破綻先 ⑥ 19 0 0 0 0 0.0% ― ―

小計（②～⑥の計） 677 77 5 69 77 11.4% 6.5% 100.0%
合計 3,694 77 5 69 77 2.1% 6.5% 100.0%

・外部研修に派遣：近信協主催の「コンサルティング機能強化研修」「融資渉
外（法人）研修会」「経営支援スキル養成研修会」、兵信協主催の「融資渉外
能力講座」
・通信講座を受講：「法人融資渉外実践講座」「法人融資渉外基本講座」「中
小企業融資目利き力養成講座」
・職員の事業承継に関する知識向上を図るために、中小企業基盤整備機構
からコーディネーターを招聘して勉強会を開催

（３）ビジネスマッチングの推進
① コンサルティング機能強化に向けたビジネスマッチングの推進
・大手企業との取引機会を創出するために、川上・川下ビジネスネットワーク
事業のシーズ・ニーズ企業登録を新たに4社申請登録。また、販路開拓に業
界ネットワークを活用した各種ビジネスフェアや商談会情報を案内。今年
度は「川上川下ビジネスフェア」5社、「あまがさき産業フェア」4社、「岡山
県しんきん合同ビジネス交流会」4社、「神戸商工会議所個別商談会」2社、
「信金中金カタログ掲載」8社等が参加
② 企業支援情報の提供・内容の充実
・ひょうご産業活性化センター、中小企業基盤整備機構、信金中金などの企
業支援や経営力向上に繋がる情報提供並びに補助金・助成金の活用を案
内。補助金申請では、ものづくり・商業・サービス支援展開補助金申請23件、
創業補助金等申請7件、計30件の申請書策定支援を実施

（４）創業・新事業支援、経営改善支援、事業再生、事業承継等に向けた取組み
① 地公体・経済団体等と連携した創業・新事業支援の取組み強化
・宍粟市・宍粟市商工会・日本政策金融公庫と当金庫の4機関が創業支援事業
の協定書に基づき、「創業塾」を9月4回、10月1回の5回シリーズで開催

② 経営課題解決に向けた改善支援策の強化と実施
・従来からの再生・支援メニューに加え今年度は日本貿易振興機構（ＪＥＴＲ
Ｏ）による海外進出支援を提供し2社が利用。また、支援取組みの強化に専
門家派遣の利用を積極的に活用

③兵庫県中小企業再生支援協議会、経営改善支援センター、信用保証協会
など、外部機関を活用した事業再生支援の推進
・公的機関等外部機関を利用した事業再生支援に取組みした結果、兵庫県
中小企業再生支援協議会5社、経営改善支援センター4社、兵庫県信用
保証協会経営サポート会議16社が活用

④ 兵庫県よろず支援拠点等外部機関を活用した事業承継問題への取組み
・事業承継問題の解決に向けて、兵庫県よろず支援拠点コーディネーターに
よる事業承継個別相談会を4回開催し16社が相談に参加。また、中小企業
基盤整備機構の事業承継専門家派遣制度を1社が利用

⑤医療・介護・環境等の成長分野への取組強化
・成長分野への取組として医療介護35件1,018百万円、環境13件511
百万円、農林業9件111百万円を実行

⑥次世代経営者を対象にした事業承継支援を実施
・次世代経営者を対象にした「にししんＪ－ＣＬＵＢ」において地元企業の経営
者を講師に招聘して「経営と私の人生」をテーマとしたセミナーを実施
・「にししんＪ－ＣＬＵＢ」の会員企業2社の工場視察研修を実施
・「にししんＪ－ＣＬＵＢ」において地元企業の経営者を講師に招聘して「志が未来を
創る」（人が繋がる、地域と繋がる）をテーマにしたセミナーを実施。同じく、「社員
に愛され、地域に愛される会社を目指して」をテーマにしたセミナーを実施

（５）外部専門家・外部機関等との連携
○コンサルティング機能強化と企業支援のＰＤＣＡサイクル確立に向けた外
部専門家、外部機関との有機的連携
・機能強化に公的機関等外部機関と連携した取組みを実施。ひょうご産業活
性化センター「技術力・経営力評価制度」利用26社、特許庁「知財ビジネス
評価書作成支援事業」4社申請うち2社採択
・中小企業基盤整備機構「小さな卓越企業発掘＆育成プログラム」4社申請
うち2社利用、川上・川下ネットワーク事業「シーズ・ニーズ登録」4社登録、
信用保証協会「経営改善に向けた専門家派遣制度」9社利用

２． 地域の創生支援・活性化への取組強化
①一般財団法人「にししん地域振興財団」を通じた地域の面的再生に向けた
積極的な取組み
・コミュニティ活動助成事業に対し172万円を助成
・青少年健全育成助成事業に対し210万円を助成
・地場産業振興発展助成事業に対し20万円を助成
・公共施設設備助成事業に対し15万円を助成　　　
 合計417万円を助成
②地方公共団体等と連携し地域の活性化に向けた取組み
・地元の高等学校と連携し、地域活性化（地域のにぎわいづくり）の取組みと
して、当金庫本店ショーウィンドウに作品を4回展示
・たつの市と市民乗り合いタクシーの目的地（乗降ポイント）となることを
承諾（龍野支店、新宮支店）
・佐用町認知症高齢者等の見守り・SOSネットワーク事業協力機関として登録
（佐用支店）
・稲美町地域見守り活動事業に関する協定を締結(土山支店）
③「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく「地方版総合戦略」の具体策推
進への積極的関与
・宍粟市地域創生戦略委員会に委員として参画、佐用町まちづくり推進会議
に委員として参画、西播磨県民局地域創生戦略会議に委員として参画、
播磨圏域成長戦略会議に委員として参画

３． 地域や利用者に対する積極的な情報発信
○顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮や地域の支援・活性化への
取組強化等について、ホームページやディスクロージャー誌等を活用した
分かりやすい情報発信
・平成27年度の「地域密着型金融の取組状況」をホームページ（6月）とディ
スクロージャー誌（7月）で公表
・平成28年度の「地域密着型金融の推進計画」をホームページ（6月）で公表
・平成28年度上期の「地域密着型金融の取組状況」をホームページ（11月）
で公表
・西播磨地域の中小企業102社を対象にした景気動向調査を実施し、調査
結果を「にししん景況レポート」として公表（4月、7月、10月、1月） 

４． その他地域貢献
① 小中学校での金融教育活動の実施
・小中学校での金融教育は4校実施（千種小学校、山崎小学校、波賀中学校、
一宮北小学校）
・姫路市高浜小学校の生徒が、生活科の時間に社会勉強の為、飾磨支店に来
店。生徒からの質疑応答について支店長及び女性職員が対応

② 夏休み親子企業参観の開催
・当金庫職員親子を対象に、職場見学と金融教育を実施

◇「経営者保証に関するガイドライン」への取組み
当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏
まえ、お客さまからお借入れや保証債務整理の相談を受けた際に真摯に
対応するための態勢を整備しています。また、経営者保証の必要性につい
ては、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況
等の状況を把握し、同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討する
など、適切な対応に努めています。

平成28年度
新規に無保証で融資した件数 117件　
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 1.87％　
保証契約を解除した件数 71件　
経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理
の成立件数
（当金庫をメイン金融機関として実施したものに限る）

0件　
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2017DISCLOSURE

地域社会への貢献活動

　西兵庫信用金庫は、利益の極大化を追求する経営とは異なり、自らの地域社会ビジョンを持ち、地域
市民、地域社会の新しい風を感じながら、一人ひとりの会員・お客様からもたらされる恵み（経済的・文化
的・社会的恵み）に対して価値を提供する、共に持ち寄って利益を分かち合う組織を目指しております。
　よって、金融面だけでなく、創業以来、文化的・社会的貢献にも力を入れております。

●コミュニティ活動助成事業（助成金額172万円)
①宍粟市さつきマラソン大会に対する助成
②山崎町納涼夏祭りに対する助成
③新宮町納涼ふれあい祭りに対する助成
④太子あすかふるさと祭りに対する助成
⑤相生ペーロン祭に対する助成
⑥宍粟市ゲートボール大会に対する助成
⑦その他各町のコミュニティ活動助成事業等13件

●ボランティア活動
では、支店毎やブロック

毎で様々なボランティア活動を行
い、地域と共生し豊かな街づくり
に奉仕するよう努めております。

●金融教育活動
お金の大切さや金融機関につい
て学んでもらうため の
職員による金融出前講座を小中
学校で行いました。

●ビジネスサポートの開催
地域活性化を目的として、宍粟市・宍粟市商工会・当金庫の3
機関共催で平成28年10月23日に「第2回しそうビジネス
サポート」を開催しました。

●事業承継個別相談会の開催
兵庫県よろず支援拠点のコーディネーターを迎えて、当金庫
の本店営業部・姫路北支店・高砂支店・龍野支店において、事
業承継個別相談会を4回開催しました。

●ショーウィンドウディスプレイ
地域のにぎわいづくりのために、本店北側ショーウィンドウを活用
して、龍野北高等学校総合デザイン科の生徒さんによって年4回
ディスプレイして頂きました。

●青少年健全育成助成事業
  （助成金額210万円）
① 宍粟市小中学校児童、生徒健全育成会に
　対する助成
②宍粟市小学校訪問ふれあいコンサートに
　対する助成
③兵庫県警察少年柔道・剣道大会に対する助成
④その他青少年健全育成助成事業等6件

●地場産業振興発展助成事業
  （助成金額20万円）
　産学協同開発事業に対する助成

●公共施設備助成事業（助成金額15万円）
　もみじ山公園整備事業に対する助成

■ 一般財団法人｢ 地域振興財団｣

■ 地域貢献

　 地域振興財団は、地域貢献の一環として当金庫が基金の全額を拠出して設立した財団です。現在の基本財産は１億8千5百万円と
なっております。西播磨地域の振興・発展を図るために、様々な事業の助成を次の通り行いました。

宍粟市さつきマラソン大会

山崎町納涼夏祭り 地場産業振興発展助成事業表彰　
株式会社フジイ

宍粟市内小中学校への
図書券寄贈
山崎小学校からのお礼状

ふれあいコンサート

「信用金庫の日」の清掃活動

波賀中学校金融教育
第2回しそうビジネスサポート

平成28年9月ディスプレイ平成28年6月ディスプレイ
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総 代 会

2017 DISCLOSURE

・当金庫の会員であること
・就任時点で７３歳を超えていない者

（1）総代の任期・定数

　・総代の任期は3年で、定年制を採用しています。
　・ 総代の定数は70人以上100人以内で、会員数に応じて各選任区域ごとに定めて
おります。なお、平成２9年3月31日現在の総代数は１００人で、会員数は25,782
人です。

（2）総代の選任方法

総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な役割を担っ
ております。
そこで、総代の選考は、総代候補者選考基準に基づき、次の3つの手続を経て選任さ
れます。
　①総代会の決議により、会員の中から総代候補者選考委員を選任する。
　②選考委員会を開催のうえ、総代候補者選考委員が総代候補者を選考する。
　③上記②により選考された総代候補者を会員が信任する（異議があれば申し立てる）。

・総代としてふさわしい見識を有している人
・良識を持って正しい判断ができる人
・人格にすぐれ、金庫の理念・使命を十分理解し、
 金庫との緊密な取引関係を有する人
・その他総代選考委員が適格と認めた人

総代会制度

　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織
金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加するこ
ととなります。しかし、当金庫では、会員数が大変多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、会員の総意を
適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。
　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代
会は、総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、総代構成のバランス等に配慮し、選任区域ごと
に総代候補者を選考する総代候補者選考委員会を設け、会員の中から適正な手続きにより選任された総代により運営されます。
　さらに、当金庫では、総代会に限定することなく、利用者満足度調査や総代懇談会を実施するなど、日常の事業活動を
通じて、総代や会員とのコミュニケーションを大切にし、さまざまな経営改善に取り組んでおります。
　なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきましては、お近くの営業店までお寄せください。

総代会は、会員一人ひとりの意見を適正に反映するための開かれた制度です。

総代候補者選考基準 

〈総代が選任されるまでの手続きについて〉

総代会制度について

総代とその選任方法

1

2

①資格要件

①総代候補者選考委員の選任 ②総代候補者の選考 ③総代の選任

②適格要件

平成29年新春総代経営講演会
外交政策研究所代表 宮家 邦彦氏
「最新の国際情勢と日本の課題」

会員の総意を適正に反映するための制度
決算に関する事項、理事・監事の選任
等重要事項の決定

総  代

総代
候補者

選考委員
会　員

② 総代候補者選考委員会を開催のう
え、選考基準に基づき、総代候補者
を選考

① 総代会の決議により、会員の中から
選考委員を選任する。

③ 総代候補者氏名を店頭掲示し、所
定の手続きを経て、会員の代表とし
て総代を委嘱

総代会のしくみ

地
区
を
５
区
の
選
任
区
域
に
分
け
、各
選
任
区
域
ご
と

に
総
代
の
定
数
を
定
め
る
。

総
代
会
の
決
議
に
よ
り
、選
任
区
域
ご
と
に
会
員

の
う
ち
か
ら
選
考
委
員
を
委
嘱

選
考
委
員
の
氏
名
を
店
頭
に
掲
示

選
考
委
員
が
総
代
候
補
者
を
選
考

理
事
長
に
報
告

総
代
候
補
者
の
氏
名
を
、１
週
間
以
上
店
頭
掲
示

左
記
掲
示
に
つ
い
て
神
戸
新
聞
に
公
告

理
事
長
が
総
代
に
委
嘱

総
代
の
氏
名
を
店
頭
に
１
週
間
以
上
掲
示

会
員
か
ら
異
議
が

な
い
場
合
ま
た
は
選

任
区
域
の
会
員
数
の

1
/
3
未
満
の
会
員

か
ら
異
議
の
申
出
が

あ
っ
た
総
代
候
補
者

当
該
総
代
候
補
者

が
選
任
区
域
の
総
代

定
数
の
1
/
2
以
上

（
a
）他
の
候
補
者
を
選
考

選
任
区
域
の
会
員
数

の
1
/
3
以
上
の
会
員

か
ら
異
議
の
申
出
が

あ
っ
た
総
代
候
補
者

当
該
総
代
候
補
者

が
選
任
区
域
の
総
代

定
数
の
1
/
2
未
満

（
b
）欠
員（
選
考
を
行
わ
な
い
）

（
a
）、（
b
）い
ず
れ
か
選
択

異
議
申
出
期
間（
公
告
後
２
週
間
以
内
）

左
記
②
以
降
の
手
続
き
を
経
て
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2017DISCLOSURE

平成29年6月19日開催の第68期通常総代会において、次の事項が付議され、それぞれ原案のとおり承認可決されました。

①報告事項
　第68期業務報告、貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件
②議　　案
　第1号議案　第68期剰余金処分案承認の件
　第2号議案　会員除名の件
　第3号議案　理事改選並びに監事選任の件
　第4号議案　退任役員に対する退職慰労金支給の件

総代の属性別構成比

第68期通常総代会の決議事項 

総代の氏名 

3

4

第68期通常総代会

●北部地区（宍粟市一宮町・波賀町・千種町）１１名　

秋田　博史③ 大井　朋則⑥ 奥田　隆三⑥ 垣内　英也⑧ 垣尾　秀雄⑨ 金本　和喜③ 林　　伸介⑧

前川　健一④ 森　　正義⑤ 森下　隆志② 山岸　洋之④

●中部地区（宍粟市山崎町・姫路市安富町・夢前町、佐用郡佐用町）３０名　

荒木　新五⑥ 居垣　静夫⑤ 伊藤　和久⑦ 伊藤　忠宏⑦ 井上　博文② 内海　利文④ 大西　林吉②
カメウチ電装㈱ 代表取締役

北村　正和⑦永峰　和之② 衣笠　　均⑧ 下森　繁弘⑦ 小寺　量也⑥ 坂口　明弘③ 神名　大典⑥

妹尾　孝信⑨ 竹田　英雄④ 谷口　幸三⑦ 福井　秀家⑦ 藤井　哲郎⑨ 藤村　哲朗③ 松本　信輔⑥

光岡　勝利⑧ 三辻　憲明⑩ 三谷　恭三⑥ 宮脇　昭介① 三渡　圭介⑤ 宗接　和人⑩ 八木　裕三③

安井　唯善⑥ 山田　佳幸⑥

●揖龍地区（揖保郡太子町、たつの市、相生市、赤穂市、赤穂郡上郡町）２2名　
関西食品工業㈱ 代表取締役

伊森　　昇⑪ 大谷　　聖③ 松本　良三④ 木津　眞人⑨ 木南　一志⑥ 熊橋　啓一⑧ 小坂　　忍③
  ㈱炭屋 代表取締役 平野ブロック㈱ 代表取締役

坂谷　利雄⑦ 菅野　耕一⑩ 菅野日出男② 伊藤　隆之② 玉田　雅史② 西村　𠮷彦⑧ 野崎　治雄⑥

藤井　伸一⑧ 前田　俊克① 松下日出夫② 松田　　隆② 門口　來藏⑥ 八木　良之② 柳原　政富⑧

山本　邦夫⑦

●南部地区（姫路市（安富町・夢前町を除く）、神崎郡福崎町）２9名　　
上林建設㈱ 代表取締役 ㈱エムアンドエム食品 代表取締役

有馬　久和① 石井　哲人② 石田　文徳④ 井田　雄三⑦ 茨木　雅治⑩ 上林　博幸⑬ 平井　博勝④
医療法人財団清良会 理事長

大盛　正裕② 岡本　博文④ 梶浦　伸宏⑦ 後藤　洋祐⑥ 澤田　安弘④ 塩谷　　太⑤ 前田　由美⑥
㈱パナホーム兵庫 代表取締役 ㈲姫路特殊原料 代表取締役 医療法人ひまわり会八家病院 理事長

瀧元　一彦④ 辻　幸次郎③ 辻本　美波② 香山　恒紀⑦ 原田　信弘③ 福久　元氣② 田﨑　大喜⑤

平位　稔之③ 二木三千哉③ 森　　信明⑧ 森川　健一⑨ 森下　誉樹④ 山本　益臣⑤ 横野　修三⑦

横山　重紀⑥

●東部地区（高砂市、加古川市、加古郡播磨町・稲美町、明石市、神戸市西区）８名　　
㈱協和電気商会 代表取締役 ㈱神戸家具 代表取締役 ㈱兵庫製作所 代表取締役

門田　　學② 川上　忠光⑧ 脇谷　政孝⑨ 栗原　直樹① 髙野　修一④ 井上　　庸⑨ 三宅　　忠②
ヤング開発㈱ 代表取締役

伊藤　勝之⑬

※氏名の後の数字は総代への就任回数　※年代別の構成比は、個人総代の年齢によるもの　※業種別の構成比は、法人・法人代表者、個人事業主によるもの  
※構成比は、単位未満の端数を切り捨てて表示しております  

 （平成２9年６月19日現在　５０音順　敬称略）
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186,831

平成２4年度

191,613

平成２6年度

187,066

平成２5年度

平成26年度

2,261
2,439

2,179

1,653

平成27年度

2,158
2,275

1,573

平成25年度

1,947

2,320
2,086

1,330

413,028

■貸出金残高

（単位 ： 百万円）

１00,０００

200,０００

50,０００

150,０００

250,０００

３,０００

（単位 ： 百万円）
５００

１,０００

１,５００

２,０００

２,５００

業務純益 基礎業務純益 当期純利益経常利益

（単位 ： 百万円）

４0０,０00

４25,０00

375,０00

３5０,０00

４5０,０00

425,097

194,203

平成２7年度

196,767

平成２8年度

平成２4年度 平成２6年度平成２5年度 平成２7年度 平成２8年度

431,941
440,724

419,413

2,072

平成28年度

2,080
2,183

1,502

1,961

■預金積金残高

2017 DISCLOSURE

平成28年度の事業概況

平成２8年度は、３カ年計画「 中期経営計画２０１５（独自性発揮による地域密着型金融の更なる深化と金庫の安定成長をめざして）」
の中間年度として、以下の4項目を経営方針に掲げ、地域金融機関としての使命と責務を果たすべく、役職員一丸となって取組みました。

　①課題解決型金融の強化　②独自性の追求と発揮　③経営力・内部管理態勢の強化　④人財力の強化

（注）基礎業務純益とは、業務純益から一般貸倒引当金繰入額と国債等債券関係損益を控除したもので信用金庫業務本来の利益を表すものです。

預金積金 
預金におきましては、年金振込口座、給与振込口座の積極
的な推進を行うとともに、夏・冬ボーナスキャンペーンの実
施及び退職金定期預金の推進を行いました。事業所取引
につきましても、新規事業所開拓や既存取引先の深耕を図
りました結果、定期預金２８億円、要払性預金５９億円の増
加となり、預金末残では前期比８７億円増加し４，４０７億円
となりました。

貸出金 
貸出金におきましては、住宅ローン、個人ローンや事業
所向け融資を中心に推進しました結果、個人向け融資が
１２億円増加しました。事業所向け融資は卸・小売業等で
１７億円増加したことにより、貸出金末残は２５億円増加し
１，９６７億円となりました。

損　益 
市場金利の低下により資金運用収益が減少し基礎業務純
益は減益となりました。また、債券売却益が増加したものの
業務純益も減益となりましたが、21億83百万円を維持で
きました。一方、与信関連費用が減少し、経常利益は20億
8千万円、当期純利益は15億2百万円を計上することが
できました。

最近5年間の主要な経営指標の推移 （単位：百万円）

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

経常収益 7,397 7,282 7,271 6,994 6,912
経常利益 1,544 1,947 2,261 2,158 2,080

当期純利益 1,089 1,330 1,653 1,573 1,502

出資総額 969 969 969 969 969

出資総口数（万口） 1,938 1,938 1,938 1,939 1,939

純資産額 32,913 34,133 36,435 38,765 39,131

総資産額 452,891 459,103 467,322 476,760 485,425

預金積金残高 413,028 419,413 425,097 431,941 440,724

貸出金残高 186,831 187,066 191,613 194,203 196,767

有価証券残高 125,685 133,410 131,406 136,464 138,656

単体自己資本比率（％） 17.64 17.66 18.19 18.46 18.73

出資に対する配当金（千円） 57,678 57,669 57,682 58,034 38,740

配当率（％） 6 6 6 6 4
職員数（人） 349 350 348 352 338
(注) 単体自己資本比率は、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当かどうかを
判断するために金融庁長官が定める基準に係る算式に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。
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17.64

平成24年度

312

平成24年度

18.19

平成26年度

340

平成26年度

18.46

平成27年度

18.73

平成28年度

353

平成27年度 平成28年度

17.66

平成25年度

324

平成25年度 （単位 ： ％）

15.5

14.5

16.5

16.0

15.0

17.0

19.0

18.5

18.0

17.5

（単位 ： 億円）

２60

280

250

270

290

300

310

320

330

340

350

360

370

■自己資本額 ■自己資本比率

367

2017DISCLOSURE

リスク管理債権の引当・保全状況 （単位：百万円　％）

区　　分 残　高 担保・保証額 貸倒引当金 保全率

破綻先債権
２７年度 211 129 82 100.00
２８年度 283 236 46 100.00

延滞債権
２７年度 8,296 4,978 2,883 94.75

２８年度 8,016 4,655 2,910 94.38

３ヶ月以上延滞債権
２７年度 1 0 0 15.95

２８年度 0 0 0 52.07

貸出条件緩和債権
２７年度 19 6 3 50.16
２８年度 166 148 17 100.00

合　　　計
２７年度 8,529 5,114 2,968 94.76
２８年度 8,467 5,041 2,975 94.68

自己資本の充実の状況

　当金庫が、創業以来積み上げてきた利益金と、会員の皆様からの出資金の合計額が自己資本です。「自己資本比率」は当金庫が保有する資産に
占める自己資本額の割合のことです。「自己資本比率」の算出にあたっては、各資産の回収の危険度合（リスク・ウェイト）により、回収の危険が低い
ほど資産を過小に評価して算出します。「自己資本比率」は経営の健全性を示すもっとも重要な指標です。
　18年度決算から自己資本比率規制（バーゼルⅡ）が導入され、自己資本比率を計算するのに際して「分母」には、従来の信用リスク・アセットに加え
て、オペレーショナル・リスク相当額を8％で割って得た額を計上するとともに、信用リスク・アセットについても掛け目が見直されました。また、25年
度決算から、自己資本の質の向上と金融機関のリスクをより反映させたバーゼルⅡに次ぐ新たな枠組みであるバーゼルⅢが導入されました。
　 の自己資本比率は、今期は１８．73％と、国内基準の４％さらには、国際基準の８％を大きく上回って推移しております。また、自己資本
額におきましても３67億円となり、自己資本の充実が図れました。

リスク管理債権及び金融再生法開示債権の状況等

　お客様にご安心してお取引きしていただくために、経営が破綻したり、元利金の返済が滞っている貸出金がいくらぐらいあるのかを開示して
おります。
　当金庫の平成２9年３月末現在の貸出金に対するリスク管理債権の総額は84億円となりました。うち80億円は担保・保証、貸倒引当金で
保全されており、さらに自己資本額におきましても平成２9年３月末現在367億円を計上しております。
　また、リスク管理債権の中には、現在も正常に返済されている債権も含まれており「 」は十分に安心してお取引きしていただける信用
金庫であると確信しております。

リスク管理債権とは信用金庫法に定められた開示すべき債権（貸出金）の額で、金融再生法に基づく開示債権額とは貸出金のほかに、
債務保証見返、未収利息、仮払金及び外国為替を含んだ債権の額です。

（注）
1. 「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事
由により、元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しな
かった貸出金（未収利息不計上貸出金）のうち、次のいずれかに該当する債務者に対する
貸出金です。  
① 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続
　 開始の申立てがあった債務者  
② 民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった債務者  
③ 破産法の規定による破産手続開始の申立てがあった債務者  
④ 会社法の規定による特別清算開始の申立てがあった債務者  
⑤ 手形交換所による取引停止処分を受けた債務者

2. 「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金のうち次の2つを除いた貸出金です。  
① 上記「破綻先債権」に該当する貸出金  
② 債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金

3. 「3ヶ月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上延滞
している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しない貸出金です。

4. 「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻
先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。

5. なお、これらの開示額は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる
額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、全てが損失となるもの
ではありません。

6. 「担保・保証額」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による
回収が可能と認められる額の合計額です。

7. 「貸倒引当金」については、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引当てた金額
を記載しており、貸借対照表の残高より少なくなっています。

8. 「保全率」はリスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証、貸倒引当金を設定している割合
です。
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金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況 （単位：百万円　％）

区　　分 開示残高
（ａ）

保全額
（ｂ）

保全率
（ｂ）/（ａ）

引当率
（ｄ）/（ａ‐ｃ）

担保・保証等
による回収
見込額（ｃ）

貸倒引当金
（ｄ）

金融再生法上の不良債権
２７年度 8,573 8,127 5,121 3,005 94.79 87.06
２８年度 8,498 8,047 5,044 3,002 94.70 86.95

破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権

２７年度 2,410 2,410 1,584 826 100.00 100.00

２８年度 2,077 2,077 1,303 773 100.00 100.00

危険債権
２７年度 6,141 5,706 3,530 2,175 92.91 83.33

２８年度 6,253 5,803 3,592 2,211 92.80 83.08

要管理債権
２７年度 21 10 6 3 47.09 23.16

２８年度 167 166 148 17 99.73 97.56

正常債権
２７年度 189,262
２８年度 191,547

合　　　計
２７年度 197,836
２８年度 200,046

（注）
1. 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

2. 「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪
化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。

3. 「要管理債権」とは、「3ヶ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金を

いいます。
4. 「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産
更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権をいいます。

5. 「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当
金を除いて計上しております。

内部統制システムに関する基本方針

　理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制、その他金庫の業務の適正を確保するために必要な内部管理
体制の整備について、「内部管理基本規程（基本方針）」を制定し、以
下の項目の基本方針を定めております。
1. 当金庫の理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制について(法令等遵守体制)

（１）｢倫理規程｣に基づき、役職員が社会的責任と公共的使命を自覚し、
法令等を遵守して自己責任に基づき、社会的規範にもとることのな
い適正な業務運営を行う。

（２）法令等遵守(以下｢コンプライアンス｣という。)の推進については、｢
法令等遵守マニュアル｣に基づき、役職員がそれぞれの立場でコン
プライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、行
動規範を定めて行動する。

（3）反社会的勢力による被害を防止するため、社会の秩序や安全に脅
威を与える反社会的勢力は断固として排除し業務運営にあたるよ
う反社会的勢力に対する基本方針に明示し、また、反社会的勢力対
応規程等を定め、態勢を構築する。

（4）コンプライアンス統括責任者及びコンプライアンス担当者を配置
し、コンプライアスに関連する規程の整備並びに定期的研修の実
施等により、役職員のコンプライアンス意識の維持･向上に努める。

2. 当金庫の理事の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する
体制について(情報管理体制)

（１）総代会、理事会等の重要な会議の意思決定に係る情報、その他理
事の職務の執行に関する重要な文書、決裁に係る情報等を、法令･
社内規程に基づき、適切に保存･管理する。

（２）情報資産(個人情報を含む)の管理については、「情報資産保護に関
する基本規程」に基づき対応する。

3. 当金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について(リ
スク管理体制)

（１）業務執行に伴い発生するさまざまなリスクを正しく把握し、かつ金融
情勢の変化に対応できるよう「統合リスク管理規程」をはじめとした、
各種リスクごとの管理規程に基づき、各種リスクを適切に管理する。

（２）不測の緊急事態が発生し又は発生する恐れが生じた場合の対応につ
いては、「危機管理・業務継続基本規程」をはじめとした、各種マニュ
アル等に基づき、緊急対策本部を設置して危機管理にあたる。

4. 当金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するた

めの体制について(効率的職務執行体制)
（１）理事会を3ヶ月に1回開催(必要に応じ臨時開催)し、重要事項の決

定並びに理事の業務執行状況の監督等を行う。又理事会の機能を
より強化し経営効率を向上させるため、常勤理事が出席する常勤
理事会を毎月1回開催(必要に応じ臨時開催)し、業務執行に関する
基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。

（２）業務運営については、中期的な金融環境を踏まえ中期経営計画
(３ヶ年計画)及び各年度経営計画･予算を立案し、全社的な目標を
設定するとともに各部門においては、その目標達成に向け具体策
を立案し実行する。

5. 当金庫及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保
するための体制について（グループ会社管理体制）

（１）当金庫の子法人等は、当金庫が100％出資している子会社としての
「にししんビジネス㈱」であるが、当該子会社の経営については、法
令等遵守を前提にその自主性を尊重しつつ経営の効率化並びに危
機管理に努めるとともに、事業内容等の定期的な報告と重要案件
等についての事前協議を行う。

（２）その他当金庫の子法人等における業務の適正を確保するための体制に
ついては、「子会社等管理規程」「内部監査規程」等に基づき対応する。

6. 当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場
合における当該職員に関する事項、当該職員の当金庫の理事からの
独立性に関する事項並びに当該職員に対する指示の実効性の確保
に関する事項について（監事の職務のサポートに関する事項）

（１）必要に応じて、監事の職務を補助する職員（以下「監事スタッフ」と
いう。）として適切な人材を配置することとし、その人事については、
理事と監事が意見交換を行う。

（２）監事スタッフの適切な職務の遂行のため、人事異動に当たっては、
事前に理事と監事が協議する。

（3）監事スタッフを配置する場合、当該監事スタッフは、監査業務に関し
て監事の指揮命令のみに従い、理事の指揮命令を受けないことと
する旨を業務分掌に関する規程に設ける。

7. 当金庫の理事及び職員並びに当金庫の子法人等の役職員が監事に
報告をするための体制並びにその他の監事への報告に関する体制
（監事への報告体制）

（１）理事及び職員は、コンプライアンスに関する事項、リスクに関する事
項その他内部統制に関する事項等、金庫経営及び事業運営上の重
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　金融機関を取り巻く環境は日々多様化、高度化しており、それに伴い
様々なリスクが発生しております。当金庫では、これらリスクの発生に
備え、適切かつ迅速に対応するために種々のリスク管理規程を制定し、
リスクに対応できる態勢を整えております。また、リスク管理を一元化
するために統合リスク管理規程を制定し、各リスク毎の基本方針を策
定の上、各リスクへの資本配賦を行い、自己資本額をベースにリスク
リミットを設定し定量的にリスク管理を行っています。

■信用リスク管理 
　信用リスクとは、貸出先の財務状況の悪化等により、当金庫の資産
が減少ないし消失し、損失を被る危険性のことです。信用リスクが顕在
化した場合、経営への影響の大きさという点でリスクの中でも最も重
要なリスクであり、不測の事態を未然に防止し、信用リスクを適切に管
理しなければなりません。
　当金庫では、信用リスクを適正にコントロールするため、審査能力の
向上、厳格な審査体制の構築を目指しています。
　具体的には、営業店の融資担当者を定期的に本部審査部へ受け入
れる「トレーニー制度」により各担当者のレベルアップを図り、また、大
口貸出案件に対するチェック機関として審査会を設け、融資の健全性
の検証を行うとともに資産の効率的運用をチェックしております。さら
に、企業に対する信用格付を行い信用リスクの把握を行っています。

■市場リスク管理 

■流動性リスク管理 
　流動性リスクとは、金融機関の財務内容の悪化等により、必要な資
金が不足し、資金繰りがつかなくなる場合や、通常よりも著しく高い金
利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクのこと
です。当金庫では、「流動性リスク管理規程」を制定して、組織的に流動
性リスクへの対応を図っています。また、余裕資金を業界の中央機関
である信金中央金庫へ預けることにより、信金中央金庫が当金庫の流
動性資金への対応を図るといった信用金庫業界としてのバックアップ
体制が整っています。

■事務リスク管理 
　事務リスクとは、事務上のミスや不正により金融機関が損失を被る
リスクのことです。
　当金庫では、業務監査部が本支店に対し定例的に臨店監査を実施す
る一方、事務指導課を中心に内部規程の整備、臨店指導を行い、事故
の未然防止のために万全の体制をとっています。

■システム・リスク管理 
システム・リスクとは、電算システムの障害・誤作動・システムの不備・不
正使用等により、金融機関が損失を被るリスクのことです。当金庫で
は、電算システムの安全に関する基本方針を明確にし、主要システムの
委託先であるしんきん共同センターと協力して、リスクの削減に努め
ています。
　その他、法務リスク、風評リスクについても管理方針を定め管理体制
を強化しています。

統合的リスク管理の体制

要事項並びに業務執行の状況等について監事に報告する。
（２）当金庫の子法人等の役職員の監事への報告に関する体制並びにそ

の他監事への報告に関する体制については、｢監事監査基準」「監
事に対する報告規程」「子会社等管理規程」に基づき対応する。

8. 当金庫の監事へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不
利な取扱いを受けないことを確保するための体制（監事へ報告した
者の保護に関する体制）

   ・監事へ報告した者の保護に関する体制については、「内部通報処理
規程」に基づき対応する。

9. 当金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還

の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処
理に係る方針に関する事項（監事費用の処理に関する事項）

   ・監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、当該請求
に係る費用又は債務がその職務の執行に必要でないと認められる
場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

10.その他当金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するた
めの体制（監事の監査実効性確保体制）

   ・その他当金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するため
の体制については、｢監事監査基準」「監事に対する報告規程」等に
基づき対応する。

　市場リスクとは、金利変動や株式、債券などの価格変動及び為替相
場の変動により、当金庫が保有する資産の価値が変動し、損失を被るリ
スクのことです。
　当金庫では、「資金運用規程」「資金運用基準」を制定して、運用資産
のリスク分散、報告体制を定めるとともに、ＡＬＭ委員会を設置し、毎月

経済環境や金利見通し等を基にこれらのリスクを総合的にコントロー
ルして、収益の安定的確保を図っています。

統合的リスク管理体制

本部各部・営業店

所管部門

対象リスク

審査部

信用リスク

ALM委員会

経理部

市場リスク

経理部

流動性リスク

リスク統括部門（総合企画部）

事務部

オペレーショナル・リスク

事務リスク

常勤理事会業務監査部

理事会監事会

総代会

事務部

システム・リスク

総合企画部

法務リスク

業務部

風評リスク 新商品・
新業務開発
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個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）

反社会的勢力に対する基本方針

　西兵庫信用金庫（以下、当金庫とします）は、お客様からの信頼を第一と考え、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいま
す。）の適切な保護と利用を図るために、個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）、行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律（平成２５年５月３１日法律第２７号）及び金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、その他個
人情報等保護に関する関係諸法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努めます。また、個人情報等の機密性・正確性の確保に努めます。

平成２７年１１月５日　　西兵庫信用金庫

　当金庫は、信用金庫の持つ社会的責任と公共的使命を果たすため、反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、断固たる態度でその関係を
遮断し排除していくことにより、公共の信頼を維持し、業務の適切性及び健全性の確保に努めます。

1． 個人情報とは
　本プライバシーポリシーにおける「個人情報」とは、「住所・氏名・電話
番号・生年月日」等、特定の個人を識別することができる情報をいいます。

2． 個人情報の取得・利用について
（1）個人情報の取得
・当金庫は、あらかじめ利用の目的を明確にして個人情報等の取得
をします。また、金庫業務の適切な業務運営の必要から、お客様の
住所・氏名・電話番号、性別、生年月日などの個人情報の取得に加
えて、融資のお申込の際には、資産、年収、勤務先、勤続年数、ご家
族情報、金融機関でのお借入れ状況など、金融商品をお勧めする
際には、投資に関する知識・ご経験、資産状況、年収などを確認さ
せていただくことがあります。
・お客様の個人情報は、
① 預金口座のご新規申込書等、お客様にご記入・ご提出いただく
書類等に記載されている事項
②営業店窓口係や得意先係等が口頭でお客様から取得した事項
③ 当金庫ホームページ等の「お問い合わせ」等の入力事項
④ 各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三

者から提供される事項
⑤その他一般に公開されている情報
等から取得しています。

（2）個人情報の利用目的
・当金庫は、次の業務内容及び利用目的のために個人情報等を利
用し、それ以外の目的には利用しません。個人番号については、法
令等で定められた範囲内でのみ利用します。また、お客様にとって
利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、取得の場面
に応じ、利用目的を限定するよう努めます。 
・お客様本人の同意がある場合、若しくは法令等により開示が求められ
た場合等を除いて、個人情報を第三者に開示することはございません。

（業務内容）
① 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務及びこれ
らに付随する業務 
② 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社
債業務等法律により信用金庫が営むことができる業務及びこれら
に付随する業務 
③ その他信用金庫が営むことができる業務及びこれらに付随する
業務（今後取扱いが認められる業務を含む）

1. 反社会的勢力による不当要求には、代表理事以下、組織全体で対応し迅速な問題解決に努めます。
2. 反社会的勢力による不当要求に対応して役職員の安全を確保します。
3. 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力団追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
4. 反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
5. 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。
6. 反社会的勢力による不当要求が、不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠ぺいするための裏取引は絶対に行いません。
7. 反社会的勢力への資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。
※ 本方針において「反社会的勢力」とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求し、または市民社会の秩序や安全に脅威を与える
集団または個人をいいます。

※ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件とともに、暴力的
な要求行為または法的な責任を超えた不当要求行為等の行為要件にも着目して判断します。

コンプライアンス（法令等遵守）の態勢

　昨今の金融機関を取り巻く環境は激変しており、この環境に対応する
ためには従来にも増して役職員一人ひとりが日常の行動において法を
守り、社会の規範や正義から逸脱することがないよう、さらに一層高い
道徳観、倫理観に根ざした企業活動を行うことが必要となります。
　そこで「 」におきましては、法令等遵守の徹底を図るために
「倫理規程」「法令等遵守マニュアル」を制定し、コンプライアンスプロ
グラムに従って役員から各職員にいたるまで研修を実施し、また、日常
においても勉強会を行い、企業倫理の高揚を図っています。
　さらに、これらの態勢を維持強化するために「 」ではコンプ
ライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンス担当理事を
中心として、本部にコンプライアンス統括部署を置き、各部、各営業店
にはコンプライアンス担当者を配置し、報告、指示がスムーズに行われ
るようにしております。
　「 」は、信用金庫としての社会的役割、責任を自覚し、行動規
範に基づく事業活動により地域社会とともに成長し、発展し続けます。

理　事　会

コンプライアンス担当理事

コンプライアンス担当者

役　職　員

外部相談
（弁護士等）

コンプライアンス
委員会

営業店・
本部各部

コンプライアンス統括部署

報告

協議

報告

指示

指示
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金融商品に係る勧誘方針

　 は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正な確保を図ることとします。

1. 当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販
売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品
説明をいたします。

2. 金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいた
だきます。その際、当金庫は、お客様に適正な判断をしていただくた
めに、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。  

3. 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説
明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知
識の向上に努めます。

4. 当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は
行いません。

5. 金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等が
ございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

Ａ．個人情報（個人番号を含む場合を除きます）の利用目的
（利用目的）
① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
② 法令法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご
利用いただく資格等の確認のため

③ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引に
おける管理のため
④ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供に
かかる妥当性の判断のため
⑥ 与信事業に際して当金庫が加盟する個人信用情報機関に個人情
報を提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者
に提供するため
⑦ 他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託さ
れた場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融
商品やサービスの研究や開発のため

⑩ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご
提案のため
⑪ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑫ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
＜法令等による利用目的の限定＞ 
① 信用金庫法施行規則第１１０条等により、個人信用情報機関から提供
を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者
の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 
② 信用金庫法施行規則第１１１条等により、人種、信条、門地、本籍地、
保健医療又は犯罪履歴についての情報等の特別の非公開情報は、
適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利
用・第三者提供いたしません。

Ｂ．個人番号の利用目的
① 出資配当金の支払に関する法定書類作成・提供事務のため 
② 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため 
③ 金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため 
④ 金地金取引に関する法定書類作成・提供事務のため 
⑤ 国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため 
⑥ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため  
⑦ 教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務のため
上記の利用目的につきましては、当金庫のホームページの他、店頭
掲示のポスター等でもご覧いただけます。

（3）ダイレクト・マーケティングの中止
・当金庫は、ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイレクト・
マーケティングで個人情報を利用することについて、お客様から中止の
お申出があった場合は、当該目的での個人情報の利用を中止いたします。
中止を希望されるお客様は、下記のお問い合わせ先までお申出下さい。

3． 個人情報等の正確性の確保について
　当金庫は、お客様の個人情報等について、利用目的の達成のため
に個人データを正確かつ最新の内容に保つように努めます。

4． 個人情報等の開示・訂正等、利用停止等について
・お客様本人から、当金庫が保有している情報について開示等のご
請求があった場合には、請求者がご本人であること等を確認させ
ていただいたうえで、遅滞なくお答えします。 
・お客様本人から、当金庫が保有する個人情報等の内容が事実でない
という理由によって当該個人情報等の訂正、追加、削除又は利用停止、
消去のご要望があった場合には、遅滞なく必要な調査を行ったうえで
個人情報等の訂正等又は利用停止等を行います。なお、調査の結果、
訂正等を行わない場合には、その根拠をご説明させていただきます。 
・お客様からの個人情報等の開示等のご請求については、所定の
手数料をお支払いいただきます。 
・以上のとおり、お客様に関する情報の開示・訂正等、利用停止等が
必要な場合は、お取引店又は下記のお問い合わせ先までお申出
下さい。必要な手続についてご案内させていただきます。

5． 個人情報等の安全管理について 
　当金庫は、お客様の個人情報等の漏えい、滅失、又は毀損の防止
その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じます。

6． コンプライアンス・プログラムについて
　当金庫は、お客様の個人情報等の適切な取扱いを強化するため
コンプライアンス・プログラムを策定し、継続的な改善を行います。

7． 委託について
　当金庫は、例えば、次のような場合に、個人データの取扱いの委託
を行っています。また、委託に際しましては、お客様の個人情報等の
安全管理が図られるよう委託先を適切に監督いたします。
　　・キャッシュカード発行・発送に関わる事務  
　　・定期預金の期日案内等の作成・発送に関わる事務  
　　・ダイレクトメールの発送に関わる事務  
　　・情報システムの運用・保守に関わる業務 

8． 個人情報保護に関する質問・苦情・異議の申し立てについて
　当金庫は、個人情報等の取扱いに係るお客様からの苦情処理に
適切に取り組みます。なお、当金庫の個人情報等の取扱いに関する
ご質問・苦情の申し立てにつきましては、お取引店又は下記の当金
庫業務部までご連絡下さい。

【個人情報に関する相談窓口】　　
西兵庫信用金庫　業務部
住　　所 ： 〒671－2595　　　　　　　
　　　　　兵庫県宍粟市山崎町山崎190番地　　
電話番号 ： 0120－86－2440　　
Ｆ  Ａ  Ｘ ： 0790－62－5891　　
Ｅメール： s1694000＠facetoface.ne.jp
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保険募集指針

　当金庫は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集を実施いたします。

　当金庫は、中小企業等共同組合法に基づく共済について、以下の「共済募集指針」に基づき、適正な共済募集を実施いたします。

○当金庫は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
万一、法令等に反する行為によりお客様に損害を与えてしまった場
合には、募集代理店として販売責任を負います。

○当金庫は、お客様に引受保険会社名をお知らせするとともに、保険
契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、
その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスク
について適切な説明を行います。

○当金庫は、取扱い保険商品の中からお客様が適切に商品をお選び
いただけるように情報を提供いたします。

○当金庫の取扱商品のうち、「個人年金保険※・一時払終身（養老）
保険※・住宅関連の長期火災保険・積立火災保険※・債務返済支援
保険・海外旅行傷害保険・積立傷害保険（年金払を含む）」を除く保
険商品につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけ
るお客さまの範囲や保険金額等に制限が課せられています。（※の
保険商品は、個人契約の場合のみ（以下同じ）。）

（1）保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合
には、当金庫の会員の方を除き、制限の課せられている一部の保
険商品をお取扱いできません。
① 当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・
個人事業主の方（以下、総称して「融資先法人等」といいます）

② 従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方
（2）「上記（1）に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上

の融資先法人等の従業員・役員の方」が保険契約者となる「個人
年金保険・一時払終身（養老）保険を除く生命保険商品・傷害保険
を除く第三分野の保険商品（医療保険等）」の契約につきまして

は、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額
（以下「保険金額等」といいます）を、次の金額以下に限定させて
いただきます。

　　・ 生存または死亡に関する保険金額等：1，000万円
　　・ 疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等

①診断等給付金（一時金形式）：1保険事故につき100万円
②診断等給付金（年金形式）：月額換算5万円
③ 疾病入院給付金：日額5千円【特定の疾病に限られる保険は
1万円】※合計1万円
④ 疾病手術等給付金：1保険事故につき20万円【特定の疾病に
限られる保険は40万円】※合計40万円

○当金庫は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に
関するご照会、お客様からの苦情・ご相談等の契約締結後の業務に
も適切に対応いたします。  
なお、ご相談内容によりましては、引受保険会社所定の連絡窓口へ
ご案内、または保険会社と連携してご対応させていただくことが
ございます。

○当金庫は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了する
まで適切に管理いたします。また、お客様から寄せられた苦情・ご相
談等の内容は記録し、適切に管理いたします。

保険契約に関する苦情、ご相談等は、取扱営業店または下記にて承り
ます。
西兵庫信用金庫業務部　　電話番号：0120－86－2440
受付時間：当金庫営業日の午前9時～午後5時

○当金庫は、中小企業等協同組合法をはじめとする関係法令等を遵
守いたします。

○当金庫は、お客様に引受協同組合名をお知らせするとともに、共済
契約を引受け、共済金等をお支払いするのは協同組合であること、
その他引受協同組合が破たんした場合等の共済契約に係るリスク
についてお客様に適切な説明を行います。

○当金庫は、取扱い共済商品の中からお客様が自主的に商品をお選
びいただけるように情報を提供いたします。

○「 個人年金共済・住宅関連の長期火災共済・債務返済支援共済・海外
旅行傷害共済・年金払積立傷害共済」を除く共済商品につきまして
は、法令により、以下のとおりご加入いただけるお客さまの範囲や
共済金その他の給付金の額等に制限が課されています。

（1）当金庫に融資の申込みをされている期間中は、お客様及び密接関
係者の方（お客様が法人の場合はその代表者、お客様が法人代表
者で法人の事業性資金の融資申込みをされている場合はその法
人）には、制限の課されている共済商品をお取扱いすることができ
ません（ただし、当金庫の会員の方はお取扱い可能です）。

（2）共済契約者・被共済者になる方が下記①または②のいずれかに該
当する場合には、制限の課されている共済商品を原則としてお取
扱いすることができません（ただし、当金庫の会員の方はお取扱い
可能です）。
① 当金庫から事業性資金の融資（手形割引を含みます）を受けて
いる法人・その代表者・個人事業主の方（以下、総称して「融資先
法人等」といいます）

② 従業員数が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・
役員の方

（3）個人年金共済を除く生命共済商品・障害共済を除く第三分野の共
済商品（医療共済等）については「上記①または②に該当する当金
庫の会員の方」「従業員が21名以上の融資先法人等に勤務され
ている従業員・役員の方」を共済契約者とする共済募集を行う場合、

共済契約者1名様あたりの通算の共済金その他の給付金の額を
以下の金額に制限させていただきます。

○当金庫は、法令等に反する行為によりお客様に損害をあたえてし
まった場合には、募集代理店（代理所）として販売責任を負います。

○当金庫は、ご契約いただいた共済契約に関し、ご契約内容や各種手
続き方法に関するご照会、お客様からの苦情・ご相談へのご対応等
の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。なお、ご相談・照
会・お手続きの内容によりましては、引受協同組合所定のご連絡窓
口へご案内、または協同組合と連携してご対応させていただくこと
もございます。

○当金庫は、共済募集時の面談内容等を記録し、共済期間が終了する
まで適切に管理いたします。また、お客様から寄せられた苦情・ご相
談の内容は記録し、適切に管理します。

共済契約に関する苦情、ご相談等は、取扱営業店または下記にて承り
ます。
西兵庫信用金庫業務部　　電話番号：0120－86－2440
受付時間：当金庫営業日の午前9時～午後5時

1. 個人年金を除く生命共済商品
共済契約者一人あたりの共済金その他の給付金の額の合計につ
いて1,000万円を限度。
2. 傷害共済を除く第三分野の共済商品（医療共済等）
　①診断給付金（一時金形式） 1共済事故につき100万円
　②入院給付金  日額5千円、特定の疾病に係る共済は日額

1万円
　③手術給付金  1手術につき20万円、特定の疾病に係る

共済は40万円
　④診断等給付金（年金方式） 月額換算5万円

共済募集指針
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利益相反管理方針の概要

　当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客様との取引にあたり、本方針および当金庫が定める規程等に基づき、お客様の
利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理（以下「利益相反管理」といいます）し、もってお客様の利益を保護するとともに、お客様
からの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。

1. 当金庫は、当金庫がお客様と行う取引を対象として利益相反管理を
行います。

2. 当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
（１）次に掲げる取引のうち、お客様の利益が不当に害されるおそれの

ある取引
① 当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客様と行う取引
② 当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客様と対立または
競合する相手と行う取引　　

③ 当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客様から得た情報
を不当に利用して行う取引

（２）①から③のほかお客様の利益が不当に害されるおそれのある取引
3. 当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方
法その他の方法を選択し、またこれらを組み合わせることにより管

理します。
①対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
② 対象取引またはお客様との取引の条件または方法を変更する方法
③ 対象取引またはお客様との取引を中止する方法
④ 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがある
ことについて、お客様に適切に開示する方法

4. 当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の
配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反
管理を一元的に行います。

　 また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および規程
等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を行います。

5. 当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期
的に検証します。

金融円滑化に向けた取組み

金融ＡＤＲ制度への対応

　当金庫は、「金融円滑化管理方針」を定め、地域の中小企業および個人
のお客様に必要な資金を安定的に供給し、地域経済の発展に寄与するた
め、地域金融の円滑化に全力を傾注して取組んでおります。お客様から
貸付条件変更等のお申込みがありました場合は、お客様のお申込み内
容や抱えておられる課題などを十分に把握したうえで、円滑な資金供給
に努めますとともに、必要に応じて外部の専門家や関係機関等とも連携
を図りながら、お客様の課題解決に向けてきめ細かく対応して行きます。
　なお、お客様からのご相談・お問い合わせについては専用の窓口を
設置しております。
≪ご相談専用窓口≫　
審査部：電話番号 0790－62－7700（直通）
※電話受付時間　午前9時～午後5時（当金庫の窓口休業日を除きます）
また、全ての営業店に相談窓口を設置しています。

金融円滑化管理方針の概要
1． 取組み方針
・当金庫は、地域の健全な事業を営む事業者及び個人に対して必
要な資金を円滑に供給していくこと、並びに地域の事業者の経営
相談・経営指導及び経営改善に関するきめ細かな支援に取組むこ
とは、当金庫の最も重要な役割の一つであると認識し、適切なリ
スク管理体制の下、金融仲介機能ならびにコンサルティング機能
を積極的に発揮していくことを目的に、金融円滑化管理方針（以下
「本方針」という）を定めています。
・本方針において、「金融円滑化」とは、融資取引において顧客の経
営実態等を踏まえた新規融資・条件変更、経営相談・改善等の支援
を適切に行い、その説明責任を果たすことにより、顧客からの相
談・苦情等への対応を適切に実施すること等をいいます。「金融円
滑化管理」とは、適切なリスク管理の下、金融円滑化を達成するた
めに必要となる管理をいいます。

2． 態勢整備
・理事会は、金融円滑化管理の実効性を確保するため、金融円滑化管
理責任者を設置するほか、理事会、常勤理事会及び金融円滑化管理
責任者等の役割を定めた「金融円滑化管理規程」を策定します。
・金融円滑化の観点から新規融資や貸付条件の変更等の申込み等
に対する適切な審査が行われることを確保するため、信用リスク
管理部門は、定期的にまたは必要に応じて随時、融資審査基準及
び与信管理方法の見直しを行います。
・金融円滑化の観点から新規融資や貸付条件の変更等の申込み等
に対する顧客説明及び顧客サポートの適切性・十分性を確保するた
め、金融円滑化管理責任者、顧客説明管理責任者及び顧客サポー
ト管理責任者は連携して顧客保護を図るための取組みを行います。
・顧客の経営相談・経営指導及び経営改善に向けた取組みに関する
きめ細かな支援を行うため、経営改善支援部門は、信用リスク管
理部門等と連携して顧客の経営改善支援を図るための取組みを
行います。
・顧客の事業価値を適切に見極めるための能力（以下、「目利き能
力」という）の向上のため、人事部門は役職員に対し、目利き能力
向上のための研修等を実施します。

3． 他の金融機関等との緊密な連携
・顧客からの貸付条件の変更等の申込み等の求めについて、他業
態も含め関係する他の金融機関等（政府系金融機関等、信用保証
協会等及び中小企業再生支援協議会を含む）がある場合には、当
該他の金融機関等と緊密な連携を図ります。

4． 相談窓口等の設置
・顧客からの金融円滑化に関する問い合わせ等について、お客様相
談窓口と苦情専用窓口を設置します。

[苦情処理措置]
　当金庫は、お客様からの苦情のお申し出に公正かつ的確に対応する
ため業務運営体制・内部規則を整備し、その内容をホームページ、パン
フレット等で公表しています。
　苦情は、当金庫営業日（9時～17時）に営業店または業務部（電話：
0120－86－2440）にお申し出ください。
[紛争解決措置]
　当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に上記業務部または全国
しんきん相談所（9時～17時、電話：03－3517－5825）にお申し出
があれば、兵庫県弁護士会（電話：078－341－8227）、東京弁護士会
（電話：03－3581－0031）、第一東京弁護士会（電話：03－3595

－8588）、第二東京弁護士会（電話：03－3581－2249）の仲裁セ
ンター等にお取次ぎいたします。また、お客様から各弁護士会に直接
お申し出いただくことも可能です。
　なお、東京、第一東京、第二東京弁護士会の仲裁センター等は、東
京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お
客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会
とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法（現地
調停）、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し解決する方法（移管調
停）もあります。詳しくは、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東
京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫業務部にお問合わせ
ください。
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貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書

※記載金額で「－」は、該当金額なしを表示しております。
※記載金額で「0」は、該当金額があるものの単位未満の額を表示しております。
※記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表（資産の部） （単位：百万円）

資産勘定 平成27年
3月31日現在

平成28年
3月31日現在

平成29年
3月31日現在

■資産の部
現   金 3,788 3,773 3,647

預け金 132,154 133,490 137,772

買入金銭債権 500 500 200

有価証券 131,406 136,464 138,656

　国   債 15,373 16,990 16,355

　地方債 22,894 23,827 26,077

　社   債 68,482 72,713 75,041

　株   式 1,264 1,013 1,100

　その他の証券 23,390 21,919 20,082

貸出金 191,613 194,203 196,767

　割引手形 3,480 2,918 2,580

　手形貸付 14,203 14,584 13,213

　証書貸付 166,506 168,895 173,122

　当座貸越 7,423 7,805 7,850

その他資産 2,293 2,869 2,757

　未決済為替貸 101 91 102

　信金中金出資金 1,311 2,011 2,011

　前払費用 0 0 0

　未収収益 753 637 616

　その他の資産 126 128 26

有形固定資産 5,065 5,083 5,253

　建物 1,633 1,546 1,672

　土地 3,154 3,268 3,301

　リース資産 52 70 61

　建設仮勘定 ― 6 ―

　その他の有形固定資産 224 192 217

無形固定資産 132 187 161

　ソフトウエア 29 30 28

　リース資産 40 93 69

　その他の無形固定資産 63 62 62

繰延税金資産 123 ― 195

債務保証見返 3,455 3,390 3,130

貸倒引当金 ▲ 3,211 ▲ 3,202 ▲ 3,118

（うち個別貸倒引当金） （▲ 2,901） （▲ 2,985） （▲ 2,968）

資産の部合計 467,322 476,760 485,425

貸借対照表（負債及び純資産の部） （単位：百万円）

負債及び純資産勘定 平成27年
3月31日現在

平成28年
3月31日現在

平成29年
3月31日現在

■負債の部
預金積金 425,097 431,941 440,724

　当座預金 16,594 17,064 17,777

　普通預金 112,521 116,217 122,119

　貯蓄預金 377 352 335

　通知預金 1,175 394 295

　定期預金 268,207 271,032 273,879

　定期積金 22,445 23,068 23,082

　その他の預金 3,775 3,811 3,233

その他負債 1,395 1,576 1,519

　未決済為替借 145 148 150

　未払費用 341 353 300

　給付補塡備金 17 13 12

　未払法人税等 423 546 571

　前受収益 170 168 166

　払戻未済金 0 1 1

　職員預り金 111 110 113

　リース債務 96 169 137

  資産除去債務 10 10 10

　その他の負債 76 54 54

賞与引当金 150 149 145

役員賞与引当金 17 19 19

退職給付引当金 339 205 220

役員退職慰労引当金 306 325 360

睡眠預金払戻損失引当金 4 5 5

偶発損失引当金 109 135 149

債務保証損失引当金 11 18 19

繰延税金負債 ― 225 ―

債務保証 3,455 3,390 3,130

負債の部合計 430,887 437,995 446,294

■純資産の部
出資金 969 969 969

　普通出資金 969 969 969

利益剰余金 32,798 34,314 35,758

　利益準備金 969 969 969

　その他利益剰余金 31,829 33,345 34,789

　　特別積立金 29,919 31,519 33,019

　　（圧縮積立金） （20） （20） （20）

　　当期未処分剰余金 1,909 1,825 1,769

会員勘定合計 33,767 35,284 36,728

その他有価証券評価差額金 2,667 3,481 2,402

評価・換算差額等合計 2,667 3,481 2,402

純資産の部合計 36,435 38,765 39,131

負債及び純資産の部合計 467,322 476,760 485,425
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損益計算書 （単位：百万円）

科　　目
平成26年度
平成26年4月1日～
平成27年3月31日

平成27年度
平成27年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年度
平成28年4月1日～
平成29年3月31日

経常収益 7,271 6,994 6,912

　資金運用収益 6,107 5,968 5,712

　　貸出金利息 4,202 4,164 4,042

　　預け金利息 322 288 247

　　有価証券利息配当金 1,540 1,468 1,377

　　その他の受入利息 40 47 45

　役務取引等収益 737 756 746

　　受入為替手数料 407 412 411

　　その他の役務収益 330 344 335

　その他業務収益 303 127 316

　　外国為替売買益 0 0 0

　　国債等債券売却益 246 104 281

　　国債等債券償還益 9 17 0

　　その他の業務収益 47 5 34

　その他経常収益 122 141 136

　　貸倒引当金戻入益 ― ― 8

　　償却債権取立益 11 3 22

　　株式等売却益 98 130 95

　　その他の経常収益 12 7 10

経常費用 5,009 4,836 4,832

　資金調達費用 266 260 211

　　預金利息 250 246 198

　　給付補塡備金繰入額 11 9 8

　　その他の支払利息 4 4 5

　役務取引等費用 496 517 528

　　支払為替手数料 151 152 152

　　その他の役務費用 345 364 375

　その他業務費用 16 13 61

　　国債等債券売却損 8 ― 49

　　国債等債券償還損 5 11 10

　　その他の業務費用 2 1 1

　経  費 3,966 3,897 3,861

　　人件費 2,512 2,559 2,519

　　物件費 1,354 1,249 1,249

　　税金 99 88 92

　その他経常費用 264 146 169

　　貸倒引当金繰入額 20 32 ―

　　貸出金償却 12 9 100

　　株式等売却損 2 2 3

　　偶発損失引当金繰入額 ― 26 14

　　その他の経常費用 228 76 51

経常利益 2,261 2,158 2,080

特別利益 1 ― ―

　固定資産処分益 1 ― ―

特別損失 6 0 0

　固定資産処分損 6 0 0

（単位：百万円）

科　　目
平成26年度
平成26年4月1日～
平成27年3月31日

平成27年度
平成27年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年度
平成28年4月1日～
平成29年3月31日

税引前当期純利益 2,256 2,158 2,080

　法人税、住民税及び事業税 426 559 586

　法人税等調整額 176 24 ▲ 8

法人税等合計 603 584 577

当期純利益 1,653 1,573 1,502

繰越金（当期首残高） 255 251 267

当期未処分剰余金 1,909 1,825 1,769

剰余金処分計算書 （単位：百万円）

科　　目
平成26年度
平成26年4月1日～
平成27年3月31日

平成27年度
平成27年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年度
平成28年4月1日～
平成29年3月31日

当期未処分剰余金 1,909 1,825 1,769

剰余金処分額 1,657 1,558 1,538

　利益準備金 0 0 0

　普通出資に対する配当金 57 58 38

　特別積立金 1,600 1,500 1,500

繰越金（当期末残高） 251 267 231

※記載金額で「－」は、該当金額なしを表示しております。
※記載金額で「0」は、該当金額があるものの単位未満の額を表示しております。
※記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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しております。
 １０． 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員

に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を
計上しております。

１１－１． 退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度
末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必
要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、
退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については期間定額基準によっております。なお、数理計算上
の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

 数理計算上の差異…各発生年度の職員の平均残存勤務期間
内の一定の年数（5年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌事業
年度から損益処理

 １１－２． 当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年
金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の
拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができ
ないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理
しております。

  なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体
の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説
明は次のとおりであります。

  ①制度全体の積立状況に関する事項（平成28年3月31日現在）
　年金資産の額   1,605,568百万円

  　年金財政計算上の数理債務の額と
  　　最低責任準備金の額との合計額   1,782,403百万円
  　差引額   ▲176,835百万円
  ②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合
  （自平成28年3月1日至平成28年3月31日）
  　　　　0.2902%　（掛金拠出割合按分額　4,659百万円）
  ③補足説明
  上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債

務残高229,190百万円及び別途積立金52,355百万円であ
ります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間19年
0ヶ月の元利均等償却であり、当金庫は、当事業年度の損益計
算書上、特別掛金57百万円を費用処理しております。

  なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の
標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は
当金庫の実際の負担割合とは一致しません。

 １２． 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支給に備えるた
め、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度
末までに発生していると認められる額を計上しております。

 １３． 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、
預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて
発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。

 １４． 偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備える
ため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

 １５． 債務保証損失引当金は、保証債務の履行に備えるため、将来発
生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計
上しております。

 １６． 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
 １７． 子会社等の株式の総額 10百万円
 １８． 子会社等に対する金銭債務総額 33百万円
 １９． 有形固定資産の減価償却累計額 4,691百万円
 ２０． 貸出金のうち、破綻先債権額は 283百万円、延滞債権額は 

8,016百万円であります。
  なお、 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期

間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立
て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しな
かった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不
計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令
第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又

貸借対照表注記
 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
 ２． 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法

による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株式及び関連法
人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証
券のうち時価のある株式及び投資信託については、決算月１ヶ
月平均に基づいた市場価格等に、その他については決算日の
市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法に
より算定)、時価を把握することが極めて困難と認められるも
のについては移動平均法による原価法又は償却原価法により
行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、
全部純資産直入法により処理しております。

 ３． 「買入金銭債権」中の信託受益権の評価は、上記２．と同じ方法
により行っております。

 ４． 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただ
し平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除
く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及
び構築物については定額法）を採用しております。また、主な耐
用年数は次のとおりであります。

 　      ●建　物　　30年　～　50年
 　      ●その他　　  5年　～　10年
 ５． 無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により

償却しております。なお、自金庫利用のソフトウェアについては、
金庫内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しており
ます。

 ６． 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及
び「無形固定資産」中のリース資産の減価償却は、リース期間
を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却してお
ります。

 ７． 外貨建資産は、決算日の為替相場による円換算額を付しており
ます。

 ８． 貸倒引当金は、予め定めている償却･引当基準に則り、次のとお
り計上しております。

  破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者
（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況に
ある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権について
は、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額
から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻
の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認めら
れる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権について
は、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可
能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上して
おります。

  破綻懸念先で債権額から担保の処分可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除した残額が一定額以上の債権のうち、
債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フロー
を合理的に見積もることができる債権については、当該キャッ
シュ・フローを約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額と
の差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）によ
り引き当てております。

  上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績
から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。

  すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店が資産
査定を実施し、当該部署から独立した資産査定管理部が査定結
果を監査しております。

  なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等につ
いては、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と
認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額か
ら直接減額しており、その金額は472百万円であります。

 ９． 賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対
する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上
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は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先

債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として
利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

 ２１． 貸出金のうち、3ヶ月以上延滞債権額は0百万円であります。
  なお、3ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支

払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及
び延滞債権に該当しないものであります。

 ２２． 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は166百万円であります。
  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図

ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済
猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸
出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権に該当し
ないものであります。

 ２３． 破綻先債権額、延滞債権額、3ヶ月以上延滞債権額及び貸出条
件緩和債権額の合計額は8,467百万円であります。

  なお、２０．から２３．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金
額であります。

 ２４． 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引
として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売
却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま
すが、その額面金額は、2,580百万円であります。

 ２５． 担保に供している資産は次のとおりであります。
  担保に供している資産
  　　有価証券 300百万円
  　　預け金（定期預金） 200百万円
  担保資産に対応する債務
  　　預金 6,229百万円
  上記のほか、為替決済等の取引の担保として、預け金（定期預

金）6,000百万円を差し入れております。 
 ２６． 出資1口当たりの純資産額 2,018円 05銭
 ２７． 金融商品の状況に関する事項
  （１）金融商品に対する取組方針
  当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融

業務を行っております。
  このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資

産及び負債の総合的管理（ALM）をしております。
  その一環として、デリバティブ取引も行う方針であります。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク
  当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様

に対する貸出金です。
  また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期

保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しており
ます。

  これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リス
ク、為替リスク、市場価格の変動リスクに晒されており
ます。

  一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性
リスクに晒されております。

  また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒さ
れております。

  （３）金融商品に係るリスク管理体制
 ① 信用リスクの管理
  当金庫は、ローン取扱要領及び信用リスクに関する管理

諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの
与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担
保の設定、問題債権への対応など与信管理に関す
る体制を整備し運営しております。

  これらの与信管理は、各営業店のほか審査部及び資産査
定管理部により行われ、また、定期的に経営陣によ
る常勤理事会や理事会を開催し、審議・報告を行っ
ております。

  さらに、与信管理の状況については、総合企画部がチェッ
クしております。

　　　　　　有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引の
カウンターパーティーリスクに関しては、経理部において、
信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理してお
ります。

 ② 市場リスクの管理
 （ⅰ） 金利リスクの管理
  当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しており

ます。
  ALMに関する規程及び要領において、リスク管理方法や

手続等の詳細を明記しており、ALM委員会において検討
し理事会において決定されたリスク管理に関する方針に
基づき、ALM委員会において管理状況の把握・確認、今後
の対応等の協議を行い、必要があれば理事会に報告して
おります。

  日常的には総合企画部において金融資産及び負債の金
利や期間を総合的に把握し、金利感応度分析やVaR分析
等によりモニタリングを行い、月次ベースでALM委員会
に報告しております。　　　　

 （ⅱ） 為替リスクの管理
  当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに

為替感応度分析により管理しております。
 （ⅲ） 価格変動リスクの管理
　　　　　　有価証券を含む市場運用商品の保有については、常勤理

事会にて承認された資金運用計画に基づき、資金運用規
程に従って行われております。

  このうち、経理部では、市場運用商品の購入を行っており、
事前審査、投資限度額の設定のほか、継続的なモニタリ
ングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。

　　　　　　これらの情報は、ALM委員会にて定期的に報告されてお
ります。

 （ⅳ） 市場リスクに係る定量的情報
  当金庫では、「預け金」「有価証券」「貸出金」及び「預金積

金」の市場リスク量をVaRにより月次で計測し管理してお
ります。そのうち｢有価証券｣については、取得したリスク
量がリスク限度額の範囲内となるよう管理しております。

  当金庫のVaRは共分散法（保有期間250日、信頼区間
99％、観測期間5年）により算出しており、平成29年3月
31日（当事業年度の決算日）現在で当金庫の市場リスク
量（損失額の推計値）は、全体で9,002百万円です。

  なお、当金庫では、モデルが算出するVaRと実際の損益
を比較するバックテスティングを実施しており、使用する
計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉してい
るものと考えております。ただし、VaRは過去の相場変動
をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リ
スク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環
境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合
があります。

 ③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
  当金庫は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、市

場環境を考慮した長短の調達バランスの調整など
によって、流動性リスクを管理しております。

  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価

格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。

  なお、金融商品のうち貸出金、預金積金については、簡便な
計算により算出した時価に代わる金額を開示しており
ます。
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は、商品グループごとに一定の期間ごとに区分して、将来
のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、その
算出結果を時価に代わる金額として記載しております。

  その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を
用いております。

  （注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時
価情報には含まれておりません。

（単位：百万円）

区　　分 貸借対照表計上額

子会社・子法人等株式（*1） 10

非上場株式（*1） 23

組合出資金（*2） 34

合　　計 67

  （*１） 子会社・子法人等株式及び非上場株式については、市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる
ことから時価開示の対象とはしておりません。

  （*２） 組合出資金については、組合財産が非上場株式など時価
を把握することが極めて困難と認められるもので構成され
ているものであり、時価開示の対象とはしておりません。

  （注３） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予
定額

（単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
１０年以内 １０年超

預け金（*1） 65,372 67,400 3,000 2,000

有価証券 7,404 55,941 47,327 25,448

　満期保有目的の債券 1,436 8,212 823 163

　その他有価証券の
　うち満期があるもの 5,967 47,729 46,503 25,285

貸出金（*2） 44,992 68,599 34,662 37,446

合　　計 117,768 191,940 84,989 64,894

  （*１） 満期のない要求払の預け金は「1年以内」に含まれており
ます。

  （*２） 貸出金のうち、破綻先及び実質破綻先に対する債権等、償
還予定額が見込めないもの、期間の定めのないものは含
めておりません。

  （注４） 預金積金の決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
１０年以内 １０年超

預金積金（*） 327,124 112,334 12 147

合　　計 327,124 112,334 12 147

 （*） 預金積金のうち、要求払預金は「1年以内」に含めておりま
す。また、延滞・期日経過後預金は含めておりません。

 ２９． 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであ
ります。これらには、「国債」、「地方債」、「社債」、「株式」、「その
他の証券」、「買入金銭債権」が含まれております。以下３０.まで
同様であります。

満期保有目的の債券 （単位：百万円）

種　類 貸借対照表
計上額 時　価 差　額

時価が貸借
対照表計上額を
超えるもの

国 債 1,099 1,116 16

地方債 7,316 7,549 232

社 債 1,619 1,685 66

その他 800 820 20

小 計 10,835 11,172 336

 ２８． 金融商品の時価等に関する事項
  平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれ

らの差額は、次のとおりであります（時価の算定方法については
（注１）参照）。なお、時価を把握することが極めて困難と認めら
れる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。

  また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時　価 差　額

（1）預け金 137,772

     未収利息（預け金利息） 200

　　　小　　計 137,972 138,172 199

（2）有価証券

     満期保有目的の債券 10,635 10,972 336

     その他有価証券 127,953 127,953 　 

　　　小　　計 138,589 138,925 336

（3）貸出金（*1） 196,767

     未収収益（貸出金利息） 130

     貸倒引当金（*2） ▲2,957

　　　小　　計 193,940 195,738 1,798

     金融資産計 470,502 472,837 2,334

（1）預金積金（*1） 440,724

     未払費用（預金利息） 188

　　　小　　計 440,913 441,086 173

　　　金融負債計 440,913 441,086 173

  （*１） 貸出金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算により算出
した時価に代わる金額」を記載しております。

  （*２）貸出金に対応する個別貸倒引当金を控除しております。
  （注１）金融商品の時価等の算定方法
  金融資産
  （１）預け金
  満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。満期
のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、
新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割
り引いた現在価値を算定しております。

  （２）有価証券
  株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引証券会

社から提示された価格によっております。投資信託は、
公表されている基準価格又は運用会社の提示する価格
によっております。

  なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項につい
ては２９．と３０．に記載しております。

  （３）貸出金
  貸出金は、以下の方法により算出し、その算出結果を時価に

代わる金額として記載しております。
 ① 実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フ

ローの見積りが困難な債権については、貸借対照表中の
貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額。）
の合計額から貸出金に対応する個別貸倒引当金を控除
した価額

 ② ①以外の債権については、貸出金の期間（変動金利によ
るものは次回の金利更改期まで）に基づく区分ごとに、元
利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定さ
れる利率で割り引いた価額

  金融負債
  （１）預金積金
  要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳

簿価額）を時価とみなしております。また、定期預金の時価
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2017DISCLOSURE

満期保有目的の債券 （単位：百万円）

種　類 貸借対照表
計上額 時　価 差　額

時価が貸借
対照表計上額を
超えないもの

国 債 ― ― ―

地方債 ― ― ―

社 債 ― ― ―

その他 ― ― ―

小 計 ― ― ―

合　　計 10,835 11,172 336

その他有価証券 （単位：百万円）

種　類 貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

株　式 760 617 142

債　券 89,579 86,066 3,512

国 債 13,909 13,004 904

地方債 15,538 14,863 675

社 債 60,130 58,198 1,932

その他 8,114 7,860 253

小 計 98,453 94,543 3,909

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

株　式 306 332 ▲25

債　券 17,859 18,110 ▲251

国 債    1,346    1,371    ▲24

地方債 3,221 3,276 ▲54

社 債 13,290 13,463 ▲172

その他 11,334 11,652 ▲318

小 計 29,499 30,095 ▲595

合　　計 127,953 124,639 3,314

３０．  当事業年度中に売却したその他有価証券 （単位：百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株　式 285 90              2

債　券 4,368 220             49

　国　債 1,100                  1 ―

　地方債 ― ― ―

　社　債 3,268 218             49

その他 558 65 ―

合　　計 5,213 376              51

 ３１． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧
客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定され
た条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸

付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資
未実行残高は、23,594百万円であります。このうち任意の時
期に無条件で取消可能なものが15,975百万円あります。

  なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するもの
であるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将
来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。こ
れらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びそ
の他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受け
た融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の
条項が付けられております。また、契約時において必要に応じ
て不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期
的に予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把
握し、必要に応じて契約の見直し､与信保全上の措置等を講じ
ております。

 ３２． 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、
それぞれ以下のとおりであります。

  繰延税金資産　　　　　　　　　　　　　　(単位：　百万円)
  　貸倒引当金 729
  　退職給付引当金 61
  　減価償却費 65
  　その他 285
  繰延税金資産小計 1,141
  評価性引当額 ▲ 17
  繰延税金資産合計 1,123
  繰延税金負債
  　その他有価証券評価差額金 ▲ 919
  　固定資産圧縮積立額 ▲ 7
  　その他 ▲ 1
  繰延税金負債合計 ▲ 928
  繰延税金資産の純額  195
 33． 会計方針の変更
  法人税法の改正に伴い、実務対応報告第32号「平成28年度

税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」
（平成28年6月17日）を当事業年度に適用し、平成28年4月
1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方
法を定率法から定額法に変更しております。これによる計算書類
に与える影響は軽微であります。

 34． 追加情報
  企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に

関する適用指針」（平成28年3月28日）を当事業年度から適用
しております。

損益計算書注記
 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
 ２． 子会社との取引による収益総額　　　600千円
　　　 子会社との取引による費用総額　 77,474千円
 ３． 出資1口当たり当期純利益金額 　　77円47銭

平成26年度、27年度及び平成28年度の貸借対照表、損益計
算書及び剰余金処分計算書は、信用金庫法第38条の2第3項
の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けてお
ります。

平成28年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分
計算書（以下、「財務諸表」という）の適正性、及び財務諸表作成
に係る内部監査の有効性を確認しております。

平成29年6月20日
西兵庫信用金庫 理事長 志水　宣之

会計監査 財務諸表の正確性に係る内部監査の
有効性の確認
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2017 DISCLOSURE

預金積金及び譲渡性預金平均残高 （単位：百万円　％）

平成26年度 平成27年度 平成28年度
平均残高 構成比 平均残高 構成比 平均残高 構成比

流動性預金 133,581 31.4 136,138 31.5 139,809 31.8
　うち有利息預金 104,113 24.4 107,439 24.8 111,205 25.3

定期性預金 290,059 68.2 294,003 68.1 296,917 67.7

　うち固定金利定期預金 267,641 62.9 271,191 62.8 273,578 62.4

　うち変動金利定期預金 237 0.0 219 0.0 209 0.0
その他 1,490 0.3 1,557 0.3 1,589 0.3

合　　計 425,130 100.0 431,699 100.0 438,317 100.0

譲渡性預金 ― ― ― ― ― ―
（注1）流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
（注2）定期性預金＝定期預金＋定期積金

固定金利定期預金：預入時に満期日までの利率が確定する定期預金
変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金

預金科目別残高 （単位：百万円　％）

平成26年度 平成27年度 平成28年度
残　高 構成比 残　高 構成比 残　高 構成比

当座預金 16,594 3.9 17,064 3.9 17,777 4.0
普通預金 112,521 26.4 116,217 26.9 122,119 27.7

貯蓄預金 377 0.0 352 0.0 335 0.0

通知預金 1,175 0.2 394 0.0 295 0.0

定期預金 268,207 63.0 271,032 62.7 273,879 62.1

定期積金 22,445 5.2 23,068 5.3 23,082 5.2
その他の預金 3,775 0.8 3,811 0.8 3,233 0.7

合　　計 425,097 100.0 431,941 100.0 440,724 100.0

預金者別残高 （単位：百万円　％）

平成26年度 平成27年度 平成28年度
残　高 構成比 残　高 構成比 残　高 構成比

個　人 339,152 79.7 344,550 79.7 349,301 79.2
一般法人 76,483 17.9 78,369 18.1 81,828 18.5

金融機関 1,193 0.2 703 0.1 567 0.1
公　金 8,266 1.9 8,318 1.9 9,026 2.0

合　　計 425,097 100.0 431,941 100.0 440,724 100.0

貸出金平均残高 （単位：百万円　％）

平成26年度 平成27年度 平成28年度
平均残高 構成比 平均残高 構成比 平均残高 構成比

割引手形 3,372 1.8 2,956 1.5 2,645 1.3 
手形貸付 13,383 7.2 12,797 6.7 12,537 6.5 

証書貸付 161,629 87.0 166,009 87.9 168,732 88.3 
当座貸越 7,203 3.8 7,057 3.7 7,025 3.6 

合　　計 185,588 100.0 188,820 100.0 190,941 100.0 

定期預金残高 （単位：百万円　％）

平成26年度 平成27年度 平成28年度
残　高 構成比 残　高 構成比 残　高 構成比

固定金利定期預金 267,978 99.9 270,820 99.9 273,685 99.9
変動金利定期預金 229 0.0 212 0.0 194 0.0
その他 ― ― ― ― ― ―

合　　計 268,207 100.0 271,032 100.0 273,879 100.0

預金に関する指標

貸出金に関する指標
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貸出金の担保別内訳 （単位：百万円　％）

平成26年度 平成27年度 平成28年度
残　高 構成比 残　高 構成比 残　高 構成比

当金庫預金積金 11,018 5.7 11,345 5.8 10,952 5.5
有価証券 316 0.1 269 0.1 323 0.1

動　産 67 0.0 149 0.0 183 0.0

不動産 49,574 25.8 49,237 25.3 48,772 24.7

信用保証協会・信用保険 56,029 29.2 58,746 30.2 61,026 31.0

保　証 41,284 21.5 39,797 20.4 37,526 19.0

信　用 33,323 17.3 34,658 17.8 37,982 19.3
その他 ― ― ― ― ― ―

合　　計 191,613 100.0 194,203 100.0 196,767 100.0

債務保証見返の担保別内訳 （単位：百万円　％）

平成26年度 平成27年度 平成28年度
残　高 構成比 残　高 構成比 残　高 構成比

当金庫預金積金 13 0.3 13 0.3 12 0.3 
有価証券 ― ― ― ― ― ―

動　産 ― ― ― ― ― ―

不動産 2,731 79.0 2,685 79.2 2,410 76.9 

信用保証協会・信用保険 111 3.2 141 4.1 145 4.6 

保　証 290 8.3 274 8.0 238 7.6 

信　用 308 8.9 275 8.1 323 10.3 
その他 ― ― ― ― ― ―

合　　計 3,455 100.0 3,390 100.0 3,130 100.0 

貸出金金利種別残高 （単位：百万円　％）

平成26年度 平成27年度 平成28年度
残　高 構成比 残　高 構成比 残　高 構成比

固定金利 55,690 29.0 55,532 28.5 52,529 26.6 
変動金利 135,923 70.9 138,671 71.4 144,238 73.3 

合　　計 191,613 100.0 194,203 100.0 196,767 100.0 

貸出金使途別残高 （単位：百万円　％）

平成26年度 平成27年度 平成28年度
残　高 構成比 残　高 構成比 残　高 構成比

設備資金 87,193 45.5 89,354 46.0 90,417 45.9 
運転資金 104,420 54.4 104,849 53.9 106,350 54.0 

合　　計 191,613 100.0 194,203 100.0 196,767 100.0 

貸出金業種別内訳 （単位：先数　百万円　％）

平成26年度 平成27年度 平成28年度
貸出先数 残　高 構成比 貸出先数 残　高 構成比 貸出先数 残　高 構成比

製造業 618 19,440 10.1 598 18,939 9.7 595 19,122 9.7
農業、林業 34 770 0.4 38 815 0.4 30 663 0.3

漁　業 3 6 0.0 3 5 0.0 1 2 0.0

鉱業、採石業、砂利採取業 3 115 0.0 3 37 0.0 2 49 0.0

建設業 1,053 21,714 11.3 1,069 21,760 11.2 1,075 22,754 11.5

電気・ガス・熱供給・水道業 5 6 0.0 5 14 0.0 6 43 0.0

情報通信業 4 80 0.0 5 147 0.0 7 179 0.0

運輸業、郵便業 104 2,734 1.4 104 2,729 1.4 106 2,900 1.4

卸売業、小売業 566 18,248 9.5 537 16,483 8.4 537 17,560 8.9

金融業、保険業 18 6,635 3.4 18 6,598 3.3 22 8,187 4.1

不動産業 430 30,591 15.9 446 31,632 16.2 455 30,361 15.4

物品賃貸業 14 1,120 0.5 13 1,102 0.5 12 1,146 0.5

学術研究、専門･技術サービス業 64 615 0.3 57 635 0.3 55 695 0.3

宿泊業 13 1,136 0.5 13 960 0.4 13 1,031 0.5

飲食業 189 2,103 1.0 187 2,073 1.0 189 2,087 1.0

生活関連サービス業、娯楽業 156 1,947 1.0 151 2,045 1.0 141 2,288 1.1
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貸出金業種別内訳 （単位：先数　百万円　％）
平成26年度 平成27年度 平成28年度

貸出先数 残　高 構成比 貸出先数 残　高 構成比 貸出先数 残　高 構成比
教育、学習支援業 21 334 0.1 18 333 0.1 20 373 0.1
医療・福祉 122 5,201 2.7 120 6,261 3.2 121 5,558 2.8
その他のサービス業 333 6,866 3.5 309 7,229 3.7 304 6,590 3.3

小　　計 3,750 119,672 62.4 3,694 119,806 61.6 3,691 121,598 61.7
地方公共団体 9 13,226 6.9 7 14,163 7.2 7 13,729 6.9
個人（住宅・消費・納税資金等） 16,444 58,714 30.6 16,381 60,233 31.0 16,287 61,440 31.2

合　　計 20,203 191,613 100.0 20,082 194,203 100.0 19,985 196,767 100.0
（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

有価証券等に関する指標

有価証券平均残高 （単位：百万円　％）
平成26年度 平成27年度 平成28年度

平均残高 構成比 平均残高 構成比 平均残高 構成比
国 　 債 14,885 11.5 15,698 12.0 15,836 11.8 
地 方 債 23,483 18.2 22,709 17.3 23,667 17.7 
短期社債 ― ― ― ― ― ―
社 　 債 68,760 53.3 68,272 52.2 72,414 54.3 
株 　 式 965 0.7 943 0.7 964 0.7 
外国証券 19,854 15.4 21,716 16.6 17,802 13.3 
その他の証券 921 0.7 1,427 1.0 2,505 1.8 

合　　計 128,871 100.0 130,768 100.0 133,190 100.0 

有価証券の残存期間別残高
平成27年度 （単位：百万円）

1年以下 1年超3年以下 3年超5年以下 5年超7年以下 7年超10年以下 10年超 期間の定めの無いもの 合　計
国 　 債 700 1,517 5,739 1,604 2,611 4,818 ― 16,990
地 方 債 1,300 4,133 5,442 6,382 2,443 4,125 ― 23,827
短期社債 ― ― ― ― ― ― ― ―
社 　 債 6,331 7,908 16,128 19,318 13,395 9,631 ― 72,713
株 　 式 ― ― ― ― ― ― 1,013 1,013
外国証券 399 1,201 1,899 3,784 1,341 11,730 ― 20,357
その他の証券 ― 53 300 34 617 ― 555 1,561

平成28年度 （単位：百万円）
1年以下 1年超3年以下 3年超5年以下 5年超7年以下 7年超10年以下 10年超 期間の定めの無いもの 合　計

国 　 債 699 3,717 3,039 417 3,180 5,301 ― 16,355
地 方 債 974 6,442 7,772 2,628 3,807 4,452 ― 26,077
短期社債 ― ― ― ― ― ― ― ―
社 　 債 5,030 8,371 22,196 14,332 17,513 7,596 ― 75,041
株 　 式 ― ― ― ― ― ― 1,100 1,100
外国証券 699 799 2,923 2,986 1,308 8,097 ― 16,815
その他の証券 ― 393 286 ― 1,152 ― 1,434 3,266

商品有価証券の種類別の平均残高 該当する取引はありません。

貸倒引当金内訳 （単位：百万円）

区　　分 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他

一般貸倒引当金
平成27年度 309 216 ― 309 216
平成28年度 216 149 ― 216 149

個別貸倒引当金
平成27年度 2,901 2,985 40 2,861 2,985
平成28年度 2,985 2,968 75 2,910 2,968

合　　　計
平成27年度 3,211 3,202 40 3,171 3,202
平成28年度 3,202 3,118 75 3,126 3,118

貸出金償却 （単位：百万円）
平成27年度 平成２8年度

貸出金償却 9 99
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満期保有目的の債券 （単位：百万円）

種　類
平成27年度 平成28年度

貸借対照表計上額（Ａ）  時価（Ｂ）  差額（Ｂ－Ａ） 貸借対照表計上額（Ａ）  時価（Ｂ）  差額（Ｂ－Ａ） 

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの

国 債 1,798 1,844 46 1,099 1,116 16
地方債 8,196 8,555 359 7,316 7,549 232

社 債 1,719 1,810 91 1,619 1,685 66
その他 900 934 34 800 820 20

小 計 12,615 13,146 531 10,835 11,172 336

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの

国 債 ― ― ― ― ― ―
地方債 ― ― ― ― ― ―

社 債 ― ― ― ― ― ―
その他 500 499 ▲ 0 ― ― ―

小 計 500 499 ▲ 0 ― ― ―

合　　計 13,115 13,645 530 10,835 11,172 336
（注） １．時価は期末日における市場価格等に基づいております。
　　 ２．上記の「その他」は外国証券です。
　　 ３．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。

その他有価証券 （単位：百万円）

種　類
平成27年度 平成28年度

貸借対照表計上額（Ａ）  取得原価（Ｂ）  差額（Ａ－Ｂ） 貸借対照表計上額（Ａ）  取得原価（Ｂ）  差額（Ａ－Ｂ） 

貸借対照表計上額が
取得原価を
超えるもの

株　 式 502 392 109 760 617 142
債　 券 97,780 93,167 4,612 89,579 86,066 3,512

国　 債 15,192 14,057 1,135 13,909 13,004 904

地方債 15,329 14,491 837 15,538 14,863 675

社　 債 67,258 64,618 2,640 60,130 58,198 1,932
その他 9,710 9,338 371 8,114 7,860 253

小 計 107,993 102,898 5,094 98,453 94,543 3,909

貸借対照表計上額が
取得原価を
超えないもの

株　 式 477 556 ▲ 79 306 332 ▲ 25
債　 券 4,036 4,131 ▲ 94 17,859 18,110 ▲ 251

国　 債 ― ― ― 1,346 1,371 ▲ 24

地方債 301 305 ▲ 3 3,221 3,276 ▲ 54

社　 債 3,734 3,826 ▲ 91 13,290 13,463 ▲ 172
その他 11,188 11,321 ▲ 132 11,334 11,652 ▲ 318

小 計 15,702 16,009 ▲ 307 29,499 30,095 ▲ 595

合　　計 123,695 118,908 4,786 127,953 124,639 3,314
（注） １．時価は期末日における市場価格等に基づいております。
　　 ２．上記の「その他」は外国証券及び投資信託等です。
　　 ３．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。

時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券 （単位：百万円）

平成27年度 平成28年度
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

 子会社・子法人等株式 10 10
 非上場株式 23 23
 組合出資金 120 34

合　　計 154 67

運用目的の金銭の信託・その他の金銭の信託 該当する取引はありません。

満期保有目的の金銭の信託 該当する取引はありません。

デリバティブ取引 該当する取引はありません。

有価証券の時価情報

売買目的有価証券 該当する取引はありません。
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主要な業務の状況を示す指標

資金運用収支の内訳 （単位：百万円　％）

平均残高 利　息 利　回
26年度 27年度 28年度 26年度 27年度 28年度 26年度 27年度 28年度

資金運用勘定 453,061 461,321 469,117 6,107 5,968 5,712 1.34 1.29 1.21
　うち貸出金 185,588 188,820 190,941 4,202 4,164 4,042 2.26 2.20 2.11

　うち預け金 136,859 139,569 142,511 322 288 247 0.23 0.20 0.17

　うち買入金銭債権 429 500 462 1 1 0 0.33 0.28 0.16

　うち有価証券 128,871 130,768 133,190 1,540 1,468 1,377 1.19 1.12 1.03

資金調達勘定 425,348 431,936 438,571 266 260 211 0.06 0.06 0.04 

　うち預金積金 425,130 431,699 438,317 261 255 206 0.06 0.05 0.04 
　うち借用金 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）資金運用勘定は無利息預け金・金銭の信託の平均残高を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高及び信託運用見合費用をそれぞれ控除して表示しております。

業務粗利益・業務純益 （単位：百万円）

26年度 27年度 28年度

資金運用収支 5,841 5,708 5,501
　資金運用収益 6,107 5,968 5,712

　資金調達費用 266 260 211

役務取引等収支 241 239 218

　役務取引等収益 737 756 746

　役務取引等費用 496 517 528

その他業務収支 287 113 255

　その他業務収益 303 127 316

　その他業務費用 16 13 61

業務粗利益 6,369 6,061 5,974

業務粗利益率(%) 1.40 1.31 1.27
業務純益 2,439 2,275 2,183

（注）1.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用を控除して表示しております。

諸比率・諸利回 （単位：％）

26年度 27年度 28年度

資金運用利回 1.34 1.29 1.21
資金調達原価率 0.99 0.95 0.91

総資金利鞘 0.35 0.33 0.30

総資産経常利益率 0.49 0.46 0.43

総資産当期利益率 0.35 0.33 0.31

貸出金利回 2.26 2.20 2.11

有価証券利回 1.19 1.12 1.03

預け金利回 0.23 0.20 0.17

預金利回 0.06 0.05 0.04

期末預貸率 45.07 44.96 44.64

期中平均預貸率 43.65 43.73 43.56

期末預証率 30.91 31.59 31.46
期中平均預証率 30.31 30.29 30.38

受取利息・支払利息の増減 （単位：百万円）

26年度 27年度 28年度
残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

受取利息 79 ▲ 137 ▲ 57 113 ▲ 251 ▲ 138 82 ▲ 338 ▲ 256
　うち貸出金 52 ▲ 70 ▲ 18 73 ▲ 111 ▲ 38 44 ▲ 166 ▲ 122

　うち預け金 1 ▲ 51 ▲ 49 6 ▲ 40 ▲ 34 5 ▲ 46 ▲ 41

　うち有価証券 23 ▲ 15 8 22 ▲ 95 ▲ 72 25 ▲ 116 ▲ 90

　うちその他 1 ▲ 0 1 10 ▲ 4 6 7 ▲ 9 ▲ 1

支払利息 4 ▲ 163 ▲ 159 4 ▲ 10 ▲ 6 3 ▲ 52 ▲ 49

　うち預金積金 4 ▲ 163 ▲ 159 4 ▲ 10 ▲ 6 3 ▲ 52 ▲ 49

　うち借用金 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
　うちその他 0 ▲ 0 0 0 0 0 ▲ 0 ▲ 0 ▲ 0

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減要因に含めております。

2.業務粗利益率＝
 業務粗利益 

×100
 資金運用勘定平均残高 （注）総資産経常（当期純）利益率＝

 経常（当期純）利益 
×100

 総資産（除く債務保証見返）平均残高

※記載金額で「－」は、該当金額なしを表示しております。
※記載金額で「0」は、該当金額があるものの単位未満の額を表示しております。
※記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

自己資本比率規制の第3の柱（市場規律）に基づく開示

～地域で最も信用、信頼される金融機関をめざして～
　「信用金庫法施行規則 第132条第1項第5号ニの規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に
定める事項」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に則り、開示いたします。
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連結における事業年度の開示事項
　当金庫には関係する子会社等が存在しておりますが、重要性の原則から判断して連結決算を行うべき子会社は存在しませんので、連結決算は
行っておりませんが、連結自己資本比率等を開示します。また、自己資本比率告示（平成18年3月27日金融庁告示第21号）の第6条第1項第2号
イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社のうち、規制上の所要自己資本額を下回った会社はございません。

1． 自己資本調達手段の概要
　当金庫の自己資本は、出資金及び利益剰余金等により構成されています。
　当金庫の自己資本調達手段の概要について、発行主体は西兵庫信用金庫、資本調達手段の種類は普通出資、コア資本に係る基礎項目の額に
算入された額は969百万円であります。

●自己資本の構成に関する事項 （単体） （単位：百万円　％） （連結） （単位：百万円　％）

項　　　　　　　目 平成27年度 経過措置による
不算入額 平成28年度 経過措置による

不算入額 平成27年度 経過措置による
不算入額 平成28年度 経過措置による

不算入額

■コア資本に係る基礎項目 （１）

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 35,226 36,689 35,248 36,713
うち、出資金及び資本剰余金の額 969 969 969 969

うち、利益剰余金の額 34,314 35,758 34,337 35,782

うち、外部流出予定額（△） 58 38 58 38

うち、上記以外に該当するものの額 ― ― ― ―

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額又は評価・換算差額等 ― ― ― ―

うち、為替換算調整勘定 ― ― ― ―

うち、経過措置によりコア資本に含まれる退職給付に係るものの額 ― ― ― ―

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 ― ― ― ―

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 223 153 223 153

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 223 153 223 153

うち、適格引当金コア資本算入額 ― ― ― ―

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目
の額に含まれる額 ― ― ― ―

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段
の額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ― ― ―

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45％に相当する額のう
ち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ― ― ― ―

非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含
まれる額 ― ― ― ―

コア資本に係る基礎項目の額 (イ) 35,449 36,842 35,472 36,866

■コア資本に係る調整項目 （2）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 54 133 70 91 54 133 70 91
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 ― ― ― ― ― ― ―

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 54 133 70 91 54 133 70 91

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 ― ― ― ― ― ― ― ―

適格引当金不足額 ― ― ― ― ― ― ― ―

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 ― ― ― ― ― ― ― ―

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 ― ― ― ― ― ― ― ―

退職給付に係る資産の額 ― ― ― ― ― ― ― ―

前払年金費用の額 ― ― ― ― ― ― ― ―

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 ― ― ― ― ― ― ― ―

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 ― ― ― ― ― ― ― ―

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 ― ― ― ― ― ― ― ―

信用金庫連合会の対象普通出資等の額 ― ― ― ― ― ― ― ―

特定項目に係る 10 ％基準超過額 ― ― ― ― ― ― ― ―

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ― ― ― ― ― ― ― ―

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ― ― ― ― ― ― ― ―

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ― ― ― ― ― ― ―

特定項目に係る 15 ％基準超過額 ― ― ― ― ― ― ― ―

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ― ― ― ― ― ― ― ―

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ― ― ― ― ― ― ― ―
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ― ― ― ― ― ― ― ―

コア資本に係る調整項目の額(ロ) 54 70 54 70

■自己資本

自己資本の額［（イ）―（ロ）］（ハ） 35,395 36,772 35,418 36,796
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2． 自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　自己資本の充実度に関しまして、自己資本比率は国内基準である4％を上回っており、経営の健全性・安全性を充分保っております。また、当金
庫は、各エクスポージャーが一分野に集中することなく、リスク分散が図られていると評価しております。
　一方、将来の自己資本充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる利益による資本の積上げを
第一義的な施策として考えております。なお、収支計画については、貸出金計画に基づいた利息収入や市場環境を踏まえた運用収益など、足元の
状況を十分に考慮した上で策定された収支計画であります。

●自己資本の充実度に関する事項 （単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

項　　　　　　　目
平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度

リスク・
アセット

所要
自己資本額

リスク・
アセット

所要
自己資本額

リスク・
アセット

所要
自己資本額

リスク・
アセット

所要
自己資本額

イ．信用リスクアセット・所要自己資本の額の合計 180,044 7,201 185,050 7,402 180,036 7,201 185,041 7,401
① 標準的手法が適用されるポートフォリオ
ごとのエクスポージャー 184,631 7,385 188,824 7,552 184,623 7,384 188,815 7,552

現金 ― ― ― ― ― ― ― ―

我が国の中央政府及び中央銀行向け ― ― ― ― ― ― ― ―

外国の中央政府及び中央銀行向け 0 0 0 0 0 0 0 0

国際決済銀行等向け ― ― ― ― ― ― ― ―

我が国の地方公共団体向け ― ― ― ― ― ― ― ―

外国の中央政府等以外の公共部門向け 3 0 4 0 3 0 4 0

国際開発銀行向け 0 0 0 0 0 0 0 0

地方公共団体金融機構向け 70 2 91 3 70 2 91 3

我が国の政府関係機関向け 556 22 575 23 556 22 575 23

地方三公社向け 3 0 5 0 3 0 5 0

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 37,740 1,509 37,577 1,503 37,740 1,509 37,577 1,503

法人等向け 65,730 2,629 65,781 2,631 65,730 2,629 65,781 2,631

中小企業等向け及び個人向け 35,850 1,434 37,822 1,512 35,850 1,434 37,822 1,512

抵当権付住宅ローン 9,102 364 8,678 347 9,102 364 8,678 347

不動産取得等事業向け 12,534 501 14,998 599 12,534 501 14,998 599

３カ月以上延滞等 632 25 535 21 632 25 535 21

取立未済手形 18 0 20 0 18 0 20 0

信用保証協会等による保証付 1,505 60 1,593 63 1,505 60 1,593 63

株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 ― ― ― ― ― ― ― ―

出資等 1,431 57 1,720 68 1,421 56 1,710 68

上記以外 19,449 777 19,418 776 19,451 778 19,419 776

●自己資本の構成に関する事項 （単体） （単位：百万円　％） （連結） （単位：百万円　％）

項　　　　　　　目 平成27年度 経過措置による
不算入額 平成28年度 経過措置による

不算入額 平成27年度 経過措置による
不算入額 平成28年度 経過措置による

不算入額

■リスク・アセット等 (３)

信用リスク・アセットの額の合計額 180,044 184,866 180,036 184,857
資産（オン・バランス）項目 174,799 180,074 174,791 180,065

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 ▲ 4,747 ▲ 3,785 ▲ 4,747 ▲ 3,785

うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。） 133 91 133 91

うち、繰延税金資産 ― ― ― ―

うち、前払年金費用 ― ― ― ―

うち、退職給付に係る資産の額 ― ― ― ―

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー ▲ 4,880 ▲ 3,876 ▲ 4,880 ▲ 3,876

うち、上記以外に該当するものの額 ― ― ― ―

オフ・バランス項目 5,085 4,780 5,085 4,780

CVAリスク相当額を8%で除して得た額 159 12 159 12

中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額 ― ― ― ―

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額 11,601 11,434 11,601 11,434

信用リスク・アセット調整額 ― ― ― ―
オペレーショナル・リスク相当額調整額 ― ― ― ―

リスク・アセット等の額の合計額(ニ) 191,645 196,301 191,637 196,292

■自己資本比率

自己資本比率［（ハ）／（ニ）］ 18.46% 18.73% 18.48% 18.74%
※ 自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第 89 条第１項において準用する銀行法第 14 条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本
の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18 年金融庁告示第 21 号）」に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。
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3． 信用リスクに関する項目
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

　信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化などにより、当金庫の資産の価値が減少ないし消失し、損失を受けるリスクのことをいいます。
　当金庫では、信用リスクを当金庫が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、安全性、公共性、流動性、成長性、収益性の5原則に則っ
た厳正な与信判断を行なうべく、与信業務の普遍的かつ基本的な理念･指針･規範等を明示した「与信取引の基本的考え方に関する規程（クレ
ジットポリシー）」を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスク管理を徹底しています。
　信用リスクの評価は、小口多数取引の推進によるリスク分散の他、与信ポートフォリオ管理として、信用格付別や自己査定による債務者区分
別、業種別、さらには与信集中によるリスクの抑制のため大ロ与信先の管理など、さまざまな角度からの分析に注力しております。
　また、当金庫では、リスク計測にあたって、信用リスク計測システムを導入し、リスクの計量化に向けて取り組んでいます｡
　個別案件の審査･与信管理にあたりましては、審査管理部門と営業推進部門を互いに分離し、相互に牽制が働く体制としています。さらに、経
営陣によるＡＬＭ委員会や審査会等を定期的かつ、必要に応じて開催し、信用リスク管理･運営における重要事項を審議しています。以上の相
互牽制機能、経営陣による審議に加え、与信監査部門が与信運営にかかる妥当性の検証を実施することにより、適切な与信運営を実施する管
理態勢を構築しています。
　信用コストである貸倒引当金は、「自己査定基準」及び「償却･引当基準」に基づき、自己査定における債務者区分ごとに算定しております。一
般貸倒引当金にあたる正常先、要注意先、要管理先については、債務者区分ごとの債権額にそれぞれ貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じ
て算出しております。また、個別貸倒引当金に関しては、実質破綻先及び破綻先は帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除し、その残額を計上しております。破綻懸念先については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込
額を控除した残額（以下「未保全額」）に対し貸倒実績率に基づく予想損失率を乗じて貸倒引当金を計上しており、平成22年度からは未保全額
が一定額以上の債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ･フローを合理的に見積もることができる債権について
は、当該キャッシュ･フローを約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価格との差額により貸倒引当金を計上しております。なお、それぞれの
結果については監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。

（2）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は次の4つの機関を採用しています。なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の
使い分けは行っておりません。　　●Ｒ＆Ｉ　●ＪＣＲ　●Ｓ＆Ｐ　●Ｍｏｏｄｙ’s

●自己資本の充実度に関する事項 （単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

項　　　　　　　目
平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度

リスク・
アセット

所要
自己資本額

リスク・
アセット

所要
自己資本額

リスク・
アセット

所要
自己資本額

リスク・
アセット

所要
自己資本額

②証券化エクスポージャー ― ― ― ― ― ― ― ―
③ 複数の資産を裏付とする資産（所謂ファン
ド）のうち、個々の資産の把握が困難な資産 ― ― ― ― ― ― ― ―

④ 経過措置によりリスク・アセットの額に算入
されるものの額 133 5 91 3 133 5 91 3

⑤ 他の金融機関等の対象資本調達手段に係る
エクスポージャーに係る経過措置によりリス
ク・アセットの額にされなかったものの額

▲ 4,880 ▲ 195 ▲ 3,876 ▲ 155 ▲ 4,880 ▲ 195 ▲ 3,876 ▲ 155

⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額 159 6 12 0 159 6 12 0

⑦中央清算機関関連エクスポージャー ― ― ― ― ― ― ― ―
ロ． オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して
得た額 11,601 464 11,434 457 11,601 464 11,434 457

ハ．総所要自己資本額（イ＋ロ） 191,645 7,665 196,485 7,859 191,637 7,665 196,476 7,859
（注） １．所要自己資本の額＝リスクアセット×４％

２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
３．「３カ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人等向
け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

４．当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナルリスク相当額を算定しています。

5．総所要自己資本額＝自己資本比率の分母の額×４％

   ＜オペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法＞

  粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％
　  直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数　

信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）
イ．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高

（単体） （単位：百万円）

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
３カ月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外
のオフ・バランス取引

債　券 株式等 デリバティブ取引

平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度

国　内 462,524 476,798 204,599 207,661 109,082 114,464 2,521 4,308 ― ― 1,504 1,127
国　外 20,364 16,843 ― ― 20,364 16,843 ― ― ― ― ― ―

地域別合計 482,889 493,641 204,599 207,661 129,447 131,308 2,521 4,308 ― ― 1,504 1,127

製造業 37,986 40,046 20,296 20,708 17,197 18,903 493 434 ― ― 193 187
農業、林業 906 775 906 775 ― ― ― ― ― ― 0 ―

30

西兵庫B_170707_2ੈർ_入稿.indd   30 2017/07/07   13:10



2017 DISCLOSURE

信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）
イ．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高

（単体） （単位：百万円）

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
３カ月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外
のオフ・バランス取引

債　券 株式等 デリバティブ取引

平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度

漁　業 19 32 19 32 ― ― ― ― ― ― ― ―
鉱業、採石業、砂利採取業 67 78 41 52 ― ― 26 26 ― ― ― ―

建設業 26,564 28,297 26,047 27,136 500 1,100 16 59 ― ― 281 264

電気・ガス・熱供給・水道業 6,146 6,174 23 51 6,122 6,123 ― ― ― ― ― ―

情報通信業 968 1,010 147 179 803 803 17 27 ― ― ― ―

運輸業、郵便業 11,220 11,355 2,955 3,093 8,216 8,201 48 60 ― ― ― ―

卸売業、小売業 24,363 24,722 17,808 19,041 5,941 5,375 112 104 ― ― 321 183

金融業、保険業 166,089 168,480 7,089 8,538 23,084 19,749 215 199 ― ― 43 18

不動産業 42,276 43,061 34,677 33,095 7,576 9,927 22 38 ― ― 94 37

物品賃貸業 1,103 1,147 1,103 1,147 ― ― ― ― ― ― ― ―

学術研究、専門･技術サービス業 1,012 1,049 1,012 1,049 ― ― ― ― ― ― ― ―

宿泊業 979 1,049 973 1,043 ― ― 6 6 ― ― ― ―

飲食業 2,809 2,835 2,809 2,835 ― ― ― ― ― ― 2 2

生活関連サービス業、娯楽業 2,940 3,273 2,840 3,071 100 201 ― ― ― ― 197 195

教育、学習支援業 511 557 511 557 ― ― ― ― ― ― 5 5

医療・福祉 7,046 6,391 7,046 6,391 ― ― ― ― ― ― ― ―

その他のサービス業 8,255 7,629 8,230 7,604 ― ― 25 25 ― ― 53 45

国・地方公共団体等 60,055 65,287 14,170 13,735 45,884 51,552 ― ― ― ― ― ―

個　人 48,962 49,895 48,962 49,895 ― ― ― ― ― ― 20 186
その他 32,601 30,490 6,924 7,625 14,018 9,369 1,538 3,325 ― ― ― ―

業種別合計 482,889 493,641 204,599 207,661 129,447 131,308 2,521 4,308 ― ― 1,215 1,127

１年以下 87,611 92,782 35,498 31,503 9,029 7,675 ― ― ― ―
１年超３年以下 112,935 107,296 20,045 22,806 14,633 18,989 56 400 ― ―

３年超５年以下 62,094 58,809 23,106 21,548 28,187 34,660 301 300 ― ―

５年超７年以下 52,878 43,834 23,034 23,021 29,803 19,812 40 ― ― ―

７年超１０年以下 42,161 50,229 20,166 21,868 18,872 25,159 622 1,201 ― ―

１０年超 102,928 104,697 74,007 77,685 28,921 25,011 ― ― ― ―
期間の定めのないもの 22,279 35,993 8,741 9,226 ― ― 1,500 2,406 ― ―

残存期間別合計 482,889 493,641 204,599 207,661 129,447 131,308 2,521 4,308 ― ―
（注） １．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。

２．「３カ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。
４．ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
5．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

（連結） （単位：百万円）

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
３カ月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外
のオフ・バランス取引

債　券 株式等 デリバティブ取引

平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度

国　内 462,516 476,789 204,599 207,661 109,082 114,464 2,511 4,298 ― ― 1,504 1,127
国　外 20,364 16,843 ― ― 20,364 16,843 ― ― ― ― ― ―

地域別合計 482,881 493,633 204,599 207,661 129,447 131,308 2,511 4,298 ― ― 1,504 1,127

製造業 37,986 40,046 20,296 20,708 17,197 18,903 493 434 ― ― 193 187
農業、林業 906 775 906 775 ― ― ― ― ― ― 0 ―

漁　業 19 32 19 32 ― ― ― ― ― ― ― ―

鉱業、採石業、砂利採取業 67 78 41 52 ― ― 26 26 ― ― ― ―

建設業 26,564 28,297 26,047 27,136 500 1,100 16 59 ― ― 281 264

電気・ガス・熱供給・水道業 6,146 6,174 23 51 6,122 6,123 ― ― ― ― ― ―

情報通信業 968 1,010 147 179 803 803 17 27 ― ― ― ―

運輸業、郵便業 11,220 11,355 2,955 3,093 8,216 8,201 48 60 ― ― ― ―

卸売業、小売業 24,363 24,722 17,808 19,041 5,941 5,375 112 104 ― ― 321 183

金融業、保険業 166,089 168,480 7,089 8,538 23,084 19,749 215 199 ― ― 43 18

不動産業 42,276 43,061 34,677 33,095 7,576 9,927 22 38 ― ― 94 37

物品賃貸業 1,103 1,147 1,103 1,147 ― ― ― ― ― ― ― ―

学術研究、専門･技術サービス業 1,012 1,049 1,012 1,049 ― ― ― ― ― ― ― ―
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（連結） （単位：百万円）

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
３カ月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外
のオフ・バランス取引

債　券 株式等 デリバティブ取引

平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度

宿泊業 979 1,049 973 1,043 ― ― 6 6 ― ― ― ―
飲食業 2,809 2,835 2,809 2,835 ― ― ― ― ― ― 2 2

生活関連サービス業、娯楽業 2,940 3,273 2,840 3,071 100 201 ― ― ― ― 197 195

教育、学習支援業 511 557 511 557 ― ― ― ― ― ― 5 5

医療・福祉 7,046 6,391 7,046 6,391 ― ― ― ― ― ― ― ―

その他のサービス業 8,245 7,619 8,230 7,604 ― ― 15 15 ― ― 53 45

国・地方公共団体等 60,055 65,287 14,170 13,735 45,884 51,552 ― ― ― ― ― ―

個　人 48,962 49,895 48,962 49,895 ― ― ― ― ― ― 309 186
その他 32,603 30,491 6,924 7,625 14,018 9,369 1,538 3,325 ― ― ― ―

業種別合計 482,881 493,633 204,599 207,661 129,447 131,308 2,511 4,298 ― ― 1,504 1,127

１年以下 87,611 92,782 35,498 31,503 9,029 7,675 ― ― ― ―
１年超３年以下 112,935 107,296 20,045 22,806 14,633 18,989 56 400 ― ―

３年超５年以下 62,094 58,809 23,106 21,548 28,187 34,660 301 300 ― ―

５年超７年以下 52,878 43,834 23,034 23,021 29,803 19,812 40 ― ― ―

７年超１０年以下 42,161 50,229 20,166 21,868 18,872 25,159 622 1,201 ― ―

１０年超 102,928 104,697 74,007 77,685 28,921 25,011 ― ― ― ―
期間の定めのないもの 22,271 35,984 8,741 9,226 ― ― 1,490 2,396 ― ―

残存期間別合計 482,881 493,633 204,599 207,661 129,447 131,308 2,511 4,298 ― ―

ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

期首残高 当期
増加額

当期減少額
期末残高 期首残高 当期

増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他 目的使用 その他

一般貸倒引当金
平成２7年度 309 216 ― 309 216 309 216 ― 309 216
平成２8年度 216 149 ― 216 149 216 149 ― 216 149

個別貸倒引当金
平成２7年度 2,901 2,985 40 2,861 2,985 2,901 2,985 40 2,861 2,985
平成２8年度 2,985 2,968 75 2,910 2,968 2,985 2,968 75 2,910 2,968

合　　計
平成２7年度 3,211 3,202 40 3,171 3,202 3,211 3,202 40 3,171 3,202
平成２8年度 3,202 3,118 75 3,126 3,118 3,202 3,118 75 3,126 3,118

ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等
（単体） （単位：百万円）

個別貸倒引当金

貸出金償却
期首残高 当期増加額

当期減少額
期末残高

目的使用 その他
平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度

国　内 2,901 2,985 2,985 2,968 40 75 2,861 2,910 2,985 2,968 9 99
国　外 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

地域別合計 2,901 2,985 2,985 2,968 40 75 2,861 2,910 2,985 2,968 9 99

製造業 520 496 496 522 ― ― 520 496 496 522 8 ―
農業、林業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

漁　業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

鉱業、採石業、砂利採取業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

建設業 925 1,062 1,062 1,024 20 36 905 1,026 1,062 1,024 0 ―

電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

情報通信業 ― ― ― 7 ― ― ― ― ― 7 ― ―

運輸業、郵便業 ― 3 3 3 ― ― ― 3 3 3 ― ―

卸売業、小売業 290 183 183 230 4 ― 286 183 183 230 ― ―

金融業、保険業 35 21 21 11 11 9 24 12 21 11 ― ―

不動産業 783 803 803 778 ― 7 783 796 803 778 ― 45

物品賃貸業 ― 14 14 21 ― ― ― 14 14 21 ― ―

学術研究、専門･技術サービス業 9 12 12 12 ― ― 9 12 12 12 ― ―

宿泊業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

飲食業 20 36 36 36 2 ― 18 36 36 36 ― ―

生活関連サービス業、娯楽業 138 142 142 142 ― ― 138 142 142 142 ― ―

教育、学習支援業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

医療・福祉 0 0 0 0 ― ― 0 0 0 0 ― ―
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（連結） （単位：百万円）

個別貸倒引当金

貸出金償却
期首残高 当期増加額

当期減少額
期末残高

目的使用 その他
平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度

国　内 2,901 2,985 2,985 2,968 40 75 2,861 2,910 2,985 2,968 9 99
国　外 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

地域別合計 2,901 2,985 2,985 2,968 40 75 2,861 2,910 2,985 2,968 9 99

製造業 520 496 496 522 ― ― 520 496 496 522 8 ―
農業、林業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

漁　業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

鉱業、採石業、砂利採取業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

建設業 925 1,062 1,062 1,024 20 36 905 1,026 1,062 1,024 0 ―

電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

情報通信業 ― ― ― 7 ― ― ― ― ― 7 ― ―

運輸業、郵便業 ― 3 3 3 ― ― ― 3 3 3 ― ―

卸売業、小売業 290 183 183 230 4 ― 286 183 183 230 ― ―

金融業、保険業 35 21 21 11 11 9 24 12 21 11 ― ―

不動産業 783 803 803 778 ― 7 783 796 803 778 ― 45

物品賃貸業 ― 14 14 21 ― ― ― 14 14 21 ― ―

学術研究、専門･技術サービス業 9 12 12 12 ― ― 9 12 12 12 ― ―

宿泊業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

飲食業 20 36 36 36 2 ― 18 36 36 36 ― ―

生活関連サービス業、娯楽業 138 142 142 142 ― ― 138 142 142 142 ― ―

教育、学習支援業 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

医療・福祉 0 0 0 0 ― ― 0 0 0 0 ― ―

その他のサービス業 29 37 37 43 ― 1 29 36 37 43 ― ―

国・地方公共団体等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
個　人 147 170 170 132 0 21 147 149 170 132 ― 54

合　　計 2,901 2,985 2,985 2,968 40 75 2,861 2,910 2,985 2,968 9 99

二．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
（単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

告示で定める
リスク･ウェイト区分（％）

エクスポージャーの額 エクスポージャーの額
平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度

格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し

0% 722 78,117 722 77,721 722 78,117 722 77,721
10% ― 22,240 ― 23,510 ― 22,240 ― 23,510

20% 15,976 149,309 16,413 154,331 15,976 149,309 16,413 154,331

35% ― 26,485 ― 25,116 ― 26,485 ― 25,116

50% 30,711 19,682 34,057 22,826 30,711 19,682 34,057 22,826

75% ― 44,719 ― 44,896 ― 44,719 ― 44,896

100% 3,917 83,562 2,007 84,406 3,917 83,554 2,007 84,397

150% ― 198 ― 388 ― 198 ― 388

250% ― 2,062 ― 2,262 ― 2,062 ― 2,262
1,250% ― ― ― ― ― ― ― ―

合　　計 477,706 488,661 477,698 488,652
（注） １．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。

２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスクウェイトに区分しています。
3．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等
（単体） （単位：百万円）

個別貸倒引当金

貸出金償却
期首残高 当期増加額

当期減少額
期末残高

目的使用 その他
平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度

その他のサービス業 29 37 37 43 ― 1 29 36 37 43 ― ―
国・地方公共団体等 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
個　人 147 170 170 132 0 21 147 149 170 132 ― 54

合　　計 2,901 2,985 2,985 2,968 40 75 2,861 2,910 2,985 2,968 9 99
（注） １．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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4． 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
　当金庫は、リスク管理の観点から、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより受ける損失（信用リスク）を軽減するために、取引先によっては、
不動産等担保や信用保証協会保証による保全措置を講じております。ただし、これはあくまでも補完的措置であり、資金使途、返済原資、財務
内容、事業環境､経営者の資質など、さまざまな角度から判断を行っております。ただし与信審査の結果、担保又は保証が必要な場合には、お客
様への十分な説明とご理解をいただいた上でご契約いただくなど適切な取扱いに努めております。
　当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、民間保証等があ
りますが、その手続については、金庫が定める「融資事務取扱要領」及び「不動産担保評価・管理要領」等により、適切な事務取扱い及び適正な
評価を行っております。
　また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証、外国為替、デリバティブ取引に関して、お客様が期限の利益を失われた場合には、
当該与信取引の範囲において､預金相殺を用いる場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つとして、各種約定書等に基づき、法的に
有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続きを省略して払戻充当いたします。
　なお、バーゼルⅡで定められている信用リスク削減手法には、適格担保として自金庫預金積金、保証として、地方公共団体、商工組合中央金庫、
その他未担保預金等が該当します。そのうち保証に関する信用度の評価については、商工組合中央金庫は金融機関エクスポージャーとして、
一般社団法人しんきん保証基金等は適格格付機関が付与している格付により判定をしています。
　また、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散されております。

5． 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
　派生商品取引には、市場の変動により損失を受ける可能性のある市場リスクや、取引相手方が支払不能になることにより損失を受ける可能
性のある信用リスクが内包されております。
　市場リスクヘの対応は、派生商品取引により受けるリスクと保有する資産・負債が受けるリスクが相殺されるよう管理して、信用リスクヘの対
応としては、リスク管理の観点から、担保による保全を図り、金庫が定める「償却・引当基準」に則った適正な引当金を計上します。お客様との取
引については、総与信取引における保全枠との一体的な管理により与信判断を行うことでリスクを限定し、適切な保全措置を講じます。
　その他、有価証券関連取引については、有価証券にかかる投資方針の中で定めている投資枠内での取引に限定するとともに、万一、取引相
手に対して担保を追加提供する必要が生じたとしても、提供可能な資産を十分保有しており、影響は限定的であります。
　なお、リスク資本及び与信限度額の割当については、当金庫で定める「統合リスク管理規程」等に則り、適切に管理しております。統合リスク
管理については、金庫全体のリスク許容限度内で配賦されたリスク資本（自己資本比率を8％維持できる自己資本額を控除した残り）を各リス
クカテゴリー毎に割振り統合的リスク管理態勢の構築を進めております｡
　当金庫では現在、派生商品取引及び長期決済期間取引は該当ありません。

6． 証券化エクスポージャーに関する事項
（1）リスク管理の方針及びリスク特性の概要

　証券化とは、金融機関が保有するローン債権や企業が保有する不動産など、それらの資産価値を裏付けに証券として組み替え、第三者に売
却して流動化をすることを指します。
　一般的には証券の裏付となる原資産の保有者であるオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に大きく分類されますが、当金庫に
おいては、有価証券投資の一環として購入したものが大半であり、オリジネーターとしての証券化取引は行っておりません。
　当該証券投資にかかるリスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、時価評価及び適格格付機関が付与する格付情報などにより把
握するとともに、必要に応じてＡＬＭ委員会等に諮り、適切なリスク管理に努めております。また、証券化商品への投資は、資金運用基準の中で
定める投資枠内での取引に限定するとともに、取引にあたっては、当金庫が定める「資金運用規程」に基づき、投資対象を一定の信用力を有す
るものとするなど、適正な運用・管理を行っています。
　なお、証券化エクスポージャーに区分される投資及びオリジネーターの種類は、以下のとおりです。
 ＜投資＞
 1）売掛債権を裏付とする信託受益権 4）貸付債権を裏付とする信託受益権  7）債券を裏付とする信託受益権
 2）手形債権を裏付とする信託受益権 5）商業用不動産を裏付とする信託受益権　　
 3）リース料債権を裏付とする信託受益権 6）居住用不動産を裏付とする信託受益権
 ＜オリジネーター＞
 1） 資産譲渡型 2）合成型（シンセティック型）
　当金庫はオリジネーターとしての証券化エクスポージャーは該当がありません。また、投資家としてのエクスポージャーも保有しておりません。

①保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
 該当する取引はありません。

②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等
 該当する取引はありません。

③保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳
 該当する取引はありません。

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー
（単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

信用リスク
削減手法

適格金融資産担保 保　証 クレジット・デリバティブ 適格金融資産担保 保　証 クレジット・デリバティブ
平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度 平成２7年度 平成２8年度

信用リスク削減手法が
適用されたエクスポージャー 12,416 11,952 21,854 24,717 ― ― 12,416 11,952 21,854 24,717 ― ―

（注） 当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

ポートフォリオ
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（2）証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称
　当金庫は標準的手法を採用しております。

（3）証券化取引に関する会計方針
　当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券等会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実
務指針」に従った、適正な処理を行っております。

（4）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は次の4機関を採用しています。なお、投資の種類ごとに適格格
付機関の使分けは行っておりません。
●Ｒ＆Ｉ　●ＪＣＲ　●Ｓ＆Ｐ　●Ｍｏｏｄｙ’s

7． 銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の
　  方針及び手続の概要
　銀行勘定における出資等又は株式エクスポージャーにあたるものは、上場株式、非上場株式、子会社・関連会社、政策投資株式、上場優先出
資証券、株式関連投資信託、その他ベンチャーファンド又は投資事業組合への出資金が該当します。
　そのうち、上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託にかかるリスクの認識については、時価評価及び最大予想損失額（ＶaＲ）による
リスク計測を開始する等によって把握するとともに、運用状況に応じてＡＬＭ委員会等に諮り投資継続の是非を協議するなど、適切なリスク管
理に努めております。また、株式関連商品への投資は、証券化商品と同様、有価証券にかかる運用方針の中で定める投資枠内での取引に限定
するとともに、基本的には債券投資のヘッジ資産として位置付けており、ポートフォリオ全体のリスク・バランスに配慮した運用を心掛けており
ます。なお、取引にあたっては、当金庫が定める「資金運用規程」や「資金運用基準」に基づいた厳格な運用・管理を行っております。
　非上場株式、子会社・関連会社、政策投資株式、その他ベンチャーファンド又は投資事業組合への出資金に関しては、当金庫が定める「資金運
用規程」などに基づいた適正な運用・管理を行っております。また、リスクの状況は、財務諸表や運用報告を基にした評価による定期的なモニタ
リングを実施するとともに、その状況については、適宜、経営陣へ報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。
　なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券等会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関
する実務指針」に従った、適正な処理を行っております。

イ．貸借対照表計上額及び時価等
（単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

区　分
平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度

貸借対照表計上額 時　価 貸借対照表計上額 時　価 連結貸借対照表計上額 時　価 連結貸借対照表計上額 時　価
上場株式等 1,331 1,331 1,686 1,686 1,331 1,331 1,686 1,686
非上場株式等 33 33 33 33 23 23 23 23

合　　計 1,365 1,365 1,720 1,720 1,355 1,355 1,710 1,710
（注） 上記には投資信託中の出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額が含まれています。

ロ．出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
（単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

区　分 平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度
売却益 110 90 110 90
売却損 ― 2 ― 2
償　却 ― ― ― ―

ハ．貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
（単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

区　分 平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度
評価損益 30 117 30 117

ニ．貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
（単体） （単位：百万円） （連結） （単位：百万円）

区　分 平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度
評価損益 ― ― ― ―

8． 銀行勘定における金利リスクに関する事項
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫においては、双方とも
に定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。
　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リスク（ＢＰＶ）の計測や、金利更改を勘案した期間収益シミュレーションに
よる収益への影響度、さらには新商品等の導入による影響など、ＡＬＭ管理システムや証券管理システムにより定期的に計測を行い、ＡＬＭ委員
会で協議検討をするとともに、必要に応じて経営陣へ報告を行うなど、資産・負債の最適化に向けたリスク・コントロールに努めております。

（２）内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定手法の概要
金利リスク算定の前提は、以下の定義に基づいて算定しております。
　　・計測手法 　　　　   ： 預貸金は「ラダー方式」、有価証券は「GPS方式」
　　・コア預金　 対　　象 ： 流動性預金全般（当座、普通、貯蓄等）
　　　　　　　 算定方法 ： ①過去５年の最低残高、②過去５年の最大年間流出量を現残高から差引いた残高、
 　　　　③現残高の50％相当額、以上３つのうち最小の額を上限
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9． オペレーショナル・リスクに関する項目
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

　オペレーショナル・リスクは、業務運営上、可能な限り回避すべきリスクであり、当金庫では「リスク管理の基本方針」を踏まえ、組織体制、管理
の仕組みを整備するとともに、定期的に収集したデータの分析・評価を行い、リスクの発生の未然防止及び発生時の影響度の極小化に努めて
います。
　特に、事務リスク管理については、「事務リスク管理方針」に基づき本部・営業店が一体となり、その遵守を心掛けることはもちろんのこと、日
頃の事務指導や研修体制の強化、さらには牽制機能としての事務検証などに取組み、事務品質の向上に努めております。
　システム・リスクについては、「システム・リスク管理方針」に基づき、管理すべきリスクの所在、種類等を明確にし定期的な点検・検査、さらには
システム監査を実施し、安定した業務遂行ができるよう、多様化かつ複雑化するリスクに対して、管理態勢の強化に努めております。
　その他のリスクについては、苦情相談窓口の設置による苦情に対する適切な対応、個人情報及び情報セキュリティ体制の整備、さらには各種
リスク商品等に対する説明態勢の整備など、顧客保護の観点を重要視した管理態勢の整備に努めております。
　また、これらリスクに関しましては、ＡＬＭ委員会等、各種委員会において、協議・検討するとともに、必要に応じて理事会等に報告する態勢を
整備しております。

（２）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
　当金庫は基礎的手法を採用しております。

（単位：百万円） （単位：百万円）
運用勘定 調達勘定

区　分
金利リスク量

区　分
金利リスク量

平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度
貸出金 269 332 定期性預金 207 209
有価証券等 1,273 1,516 要求払預金 161 168
預け金 166 184 その他 0 0
その他 0 0 調達勘定合計 368 377

運用勘定合計 1,708 2,033

銀行勘定の金利リスク 1,340 1,656
（注） １． 銀行勘定における金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、預金等）が、金利ショックにより発生するリスク量を見るも

のです。当金庫では、保有期間１年、観測期間５年で計測される金利変動の1％タイル値と９９％タイル値を金利ショックとして用い、銀行勘定の金利リスクを算出しております。
２．要求払預金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される要求払預金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する預金をコア預金
と定義し、当金庫では、普通預金等の額の５０％相当額を０～５年の期間に均等に振り分けて（平均２．５年）リスク量を算定しています。

３．銀行勘定の金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定します。
　銀行勘定の金利リスク（1,656百万円）＝運用勘定の金利リスク量（2,033百万円）－調達勘定の金利リスク量（377百万円）

度中に支払った退職慰労金（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当年
度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計額です。

 3. 使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。

（３）その他
「信用金庫法施行規則第１３２条第１項第６号等の規定に基づき、報酬等に関す
る事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与
えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成２４年３月２９
日付金融庁告示第２２号）第３条第１項第３号及び第５号並びに第２項第３号及
び第５号に該当する事項はありませんでした。

２．対象職員等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤
役員、当金庫の職員、当金庫の主要な連結子法人等の役職員であって、対象役員
が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産
の状況に重要な影響を与える者をいいます。なお、平成28年度において、対象職
員等に該当する者はいませんでした。
 (注) １. 対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
 ２. 「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、当金庫の連結

総資産に対して２％以上の資産を有する会社等をいいます。なお、平成２8
年度においては、該当する会社はありませんでした。

 3. 「同等額」は、平成２8年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としてお
ります。

 4. 平成２8年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受
ける者はいませんでした。

役職員の報酬体系の開示
１．対象役員
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤
監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本
報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支
払う「退職慰労金」で構成されております。
（１）報酬体系の概要
【基本報酬及び賞与】
　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、
理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。
そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事
の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫の理事会にお
いて決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、
監事の協議により決定しております。
【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総
代会で承認を得た後、支払っております。なお、当金庫では、全役員に適用され
る退職慰労金の支払いに関して、決定方法等について規程で定めております。

（２）平成２8年度における対象役員に対する報酬等の支払総額は２０0百万円です。
 (注) １. 対象役員に該当する理事は9名、監事は１名です（期中に退任した者を含

む）。
 ２. 上記の内訳は、「基本報酬」134百万円、「賞与」26百万円、「退職慰労金」

38百万円となっております。なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のう
ち当年度に帰属する部分の金額（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と
当年度に繰り入れた役員賞与引当金の合計額です。「退職慰労金」は、当年

　　　　　　　 満　　期 ： ５年以内（平均2.5年）
　　・金利感応資産・負債   ： 預貸金、外国為替取引、有価証券、預け金、その他の金利・期間を有する資産・負債
　　・金利ショック幅         ： 99％タイル値
　　・リスク計測の頻度     ： 月次
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商品・サービスのご案内

預金商品
預金の種類 特　　　色 お預入期間 お預入金額

当座預金 会社や商店が、お取引上、安全で便利な小切手・手形をご利用になれます。 出し入れご自由 １円以上

普通預金 給与・年金のお受け取り、公共料金の自動支払など、日常のお財布代わりにご利用いただけます。キャッシュ
カードも全国ネットでご利用できます。 出し入れご自由 １円以上

無利息型普通預金
（決済用預金） ペイオフ全面解禁後も預金保険制度により全額保護されます。利息はつきません。 出し入れご自由 １円以上

普通預金（教育資金
一括贈与専用口座） 租税特別措置法にもとづく教育資金非課税措置の適用を受けるための口座です。 入出金ともに一定の

条件があります。
１円以上
1,500万円以内

総合口座 一冊の通帳で、普通預金に担保として定期預金及び、定期積金をセットし、必要なときには担保預金の
90％、最高200万円まで、自動的に融資が受けられます。 出し入れご自由 1円以上

貯蓄預金 普通預金よりも利息が有利です。給与・年金の受取、公共料金等の自動支払いはご利用できません。Ⅰ型に
おいては、1ヶ月のお支払い回数は5回まで、それ以上は手数料が必要です。 出し入れご自由 残高30万円以上（Ⅰ型）

残高10万円以上（Ⅱ型）

通知預金 まとまったお金の短期運用に便利です。 7日間以上 １円以上

期日指定定期預金
（自由金利型定期預金）

利息計算は1年複利、お預け入れ後1年間の据置期間が経過すれば、いつでも払戻日が指定でき、預金の
一部の金額でも払戻できる個人専用の定期預金です。（解約払戻日や一部支払いの払戻日は1ヶ月前にご
指定ください）

最長3年
（据置期間1年）

1,000円以上
300万円未満

スーパー定期（自由
金利型定期預金） 市場金利の動向に応じて金利が決定され、余裕資金の運用に最適です。 1ヶ月以上

5年以内 1,000円以上

定額複利預金 利息計算は、半年複利。お預け入れ後半年間の据置期間が経過すればいつでも払出が可能です。 5年
（据置期間6ヶ月）

1万円以上　
1,000万円未満

大口定期預金
（自由金利型定期預金） 金融市場の金利動向に応じて金利が決定され、1,000万円以上の運用に最適の預金です。 1ヶ月以上

5年以内 1,000万円以上

変動金利定期預金 お預入日から6ヶ月ごとに利率を見なおす定期預金です。 1年以上3年以内 １,000円以上

すこやか定期

Ⅰ型 年金受給者向けで最高200万円までお預入が可能です。優遇金利にてお預かりしています。 1年 1,000円以上
200万円以内

Ⅱ型 年金受給者向けで最高500万円までお預入が可能です。優遇金利にてお預かりしています。 1年 1,000円以上
500万円以内

Ⅲ型 公的年金の受取指定をご予約された方を対象にした定期預金です。優遇金利にてお預かりしています。 受給権発生日を満期日とする
期日指定定期預金(3年以内)

1,000円以上
200万円以内

介護支援定期預金 「要介護・要支援」者の認定を受けておられる方、及びその方を介護する家族の方に限り、1家族300万円
まで預入できます。金利は店頭表示金利に上乗せでお得です。 １年 1,000円以上

300万円以内

スーパー定期積金 事業の拡張資金・財産形成・住宅の新築・増改築資金・結婚資金など計画的に準備する預金です。 1年以上5年以内 5,000円以上

にししんシルバー
あい積金

年金受給者向けで掛込は隔月に自動振替によります。また金利も店頭表示に上乗せで非常に便利でお得
です。

2年以上
5年以内

1回掛込
2万円以上

一般財形預金 貯蓄目的が自由な、勤労者の財産づくりに有利な預金です。 3年以上 1,000円以上

財形住宅預金 住宅取得のための資金づくりの預金です。元金550万円（財形年金預金と合算）まで、お利息が非課税の
特典があります。 5年以上 1,000円以上

財形年金預金 将来の年金資金づくりの預金です。元金550万円（財形住宅預金と合算）までお利息が非課税の特典があ
ります。 5年以上 1,000円以上

事業者向けご融資

一般のご融資

手形割引 一般商業手形を割引いたします。
でんさい割引（電子記録債権割引） 商取引に基づき発生したでんさいネットが取り扱う電子記録債権を割引いたします。

手形貸付 仕入れ資金など短期運転資金としてご利用いただけます。

証書貸付 設備資金など長期の資金需要としてご利用いただけます。

当座貸越 一定のご契約額まで当座決済資金をご利用いただけます。

事業者カードローン ご契約極度の範囲で必要なときにすぐご利用いただけます。

各種制度融資 兵庫県・各市町制度融資をお取扱いしております。

創業支援融資

にししん新事業支援融資 宍粟市内で新規事業・新事業分野への進出に
対するご融資 500万円以内 5年以内 担保は原則不要

日本政策金融公庫連携融資制度
「にししん創業サポート融資」

新たに事業を開始するまたは事業を開始して
間もない方に、当金庫と日本政策金融公庫が
連携して事業資金を提供します。

500万円以内 運転資金5年以内
設備資金7年以内

担保は原則不要、保証人は
原則経営者のみ

主な事業者向け
代理店・代理業務融資

信金中央金庫 運転資金・設備資金等、資金使途に合わせてご利用いただけます。
日本政策金融公庫 小規模企業向けの小口資金、中小企業向けの長期資金、農林漁業や食品産業向けの事業資金

（注） ご融資の種類により担保や保証条件が異なります。また保証料など別途頂戴する商品もございますので、各種ご融資の商品内容や条件につきましては、窓口へお気軽にご相談ください。

個人向けご融資
ローンの種類 資金の使いみち 返済期間 ご融資額 保証先・担保・保証人

しんきんカードローン 事業資金以外は自由 3年 10万円～100万円（10万円単位） しんきん保証基金
にししんきゃっするⅡカードローン 事業資金以外は自由 5年 10万円以上500万円以内 信金ギャランティ

住宅ローン 住宅の購入・新築・増改築・自宅用地の購入 35年以内 10万円以上10,000万円以内 不動産、保証人

しんきん住宅ローン 住宅の購入・新築・増改築 35年以内 50万円以上8,000万円以内 しんきん保証基金

にししんジャックスリフォームローン 住宅の増改築、住宅の設備機器、
50kw未満の太陽光発電設備 6ヶ月以上20年以内 10万円以上1,500万円以内、

太陽光発電設備のみ2,000万円以内 ジャックス

にししんジャックス無担保型借換住宅ローン 住宅ローン借換資金 6ヶ月以上20年以内 50万円以上1,500万円以内 ジャックス
にししんジャックス住宅購入・借換サポートローン 住宅の新築・購入、住宅ローン借換資金の不足額 6ヶ月以上15年以内 10万円以上500万円以内 ジャックス
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個人向けご融資
ローンの種類 資金の使いみち 返済期間 ご融資額 保証先・担保・保証人

リフォームプラン・エコ
太陽光発電システム・エコキュート・エコウィル
等のエコ関連設備の購入・設備及びそれと合
わせたリフォーム・借換資金

15年以内 1,000万円以内 しんきん保証基金

マイカーローン マイカー購入・車検・修理費用 10年以内 1,000万円以内 しんきん保証基金

カーライフプラン・エコ 電気自動車、ハイブリッド車等のエコカーの
新車限定商品 10年以内 1,000万円以内 しんきん保証基金

にししんジャックス
マイカーローン

自動車購入資金・車検費用・修理費用・マイ
カーローン借換資金 6ヶ月以上10年以内 10万円以上700万円以内 ジャックス

にししんフリーローンモア 自由（事業資金は不可） 10年以内 10万円以上1,000万円以内 オリエントコーポレーション
にししんフリーローン≪プラス≫ 自由（事業資金も可） 6ヶ月以上10年以内 10万円以上500万円以内 クレディセゾン
にししんジャックス住宅所有者限定フリーローン 自由（事業資金は不可） 6ヶ月以上10年以内 10万円以上500万円以内 ジャックス
にししんスマイルローン 自由（事業資金も可） 5年以内 300万円以内 原則、無担保無保証
しんきん個人ローン マイカー・旅行・医療・電化製品等の購入 10年以内 500万円以内 しんきん保証基金
しんきん学資ローン 入学金・授業料等 最長15年 50万円以上500万円以内 しんきん保証基金
しんきん教育カードローン 入学金・授業料等 最長15年 50万円以上500万円以内 しんきん保証基金
にししん教育ローン 入学金・授業料等 16年以内 1,000万円以内 しんきん保証基金

にししんジャックス教育ローン 入学金・授業料等 6ヶ月以上15年以内 10万円以上500万円以内、医科・歯科・獣医科・
薬科大学または学部の場合は1,000万円以内 ジャックス

しんきん無担保住宅ローン 住宅の購入・新築・増改築・借換 3ヶ月以上20年以内 2,000万円以内 しんきん保証基金
しんきんシニアライフローン マイカー・旅行・医療・電化製品等の購入 3ヶ月以上10年以内 100万円以内 しんきん保証基金

商品利用にあたっての留意事項
金融機関の商品には、変動金利商品のようにお客様の予想に反して金利が上下したり、金利とは別に手数料や保証料を求めたりする商品もございます。
お借入の際には、ご無理のない計画的なご利用をお勧めいたします。

各種サービス
サービスの種類 特　　　色

でんさいネット（電子記録債権） 従来の手形に代わる新たな決済手段です。手形とは異なり、印紙税はかかりません。また、債権の分割ができます。さらに、期日に資金が振込
入金されその日から利用できるなどの特徴があります。

キャッシュサービス
当金庫のキャッシュカードは当金庫の自動機コーナーのほか全国の金融機関の自動機コーナーで利用できます。また他金融機関、クレジッ
ト会社発行のキャッシュカードも当金庫の自動機で利用できます。また、当金庫のキャッシュカードで当金庫設置の自動機を利用される場合
は、終日手数料は無料です。

デビットカードサービス デビットサービス加盟店でお買い物やご飲食をされる際に、お持ちのキャッシュカードで現金を持たずにお支払いいただけるサービスです。

クレジットカードサービス しんきんVISAカード、しんきんJCBカード等、各種カードの取り扱いをしております。

公共料金等の自動支払 電気・ガス・水道・電話・NHKの公共料金や申告所得税等をご指定の口座から自動的に支払います。

給与・年金受取サービス 給料・ボーナス、各種年金をご指定の口座で自動的に受け取れます。

自動送金サービス 家賃や地代など毎月一定額の支払いを指定日に当金庫本支店、及び他金融機関の指定口座に送金します。

FBサービス お取り引き口座の残高、お取り引き口座の明細の照会や振込、資金移動がパソコンやＦＡＸなどを使って手軽に利用できます。

テレフォンバンキング ご家庭の電話・携帯電話で振込や残高照会ができます。

個人インターネットバンキング インターネット等を利用して、携帯電話やパソコンから振込や残高照会ができる情報化時代にマッチしたサービスです。

法人インターネットバンキング インターネットに接続したパソコンから当金庫のホームページにアクセスして、毎月の支払いや給与支払いを一括して行うことができます。

口座振替受付サービス 当金庫のキャッシュカードで、収納機関において預金口座振替契約が締結できるサービスです。

しんきん携帯電子マネーチャージサービス お客様の預金口座から携帯電話の「おサイフケータイ」に、その場でチャージ（入金）できるサービスです。

ネット口座振替受付サービス お客様の携帯電話、パソコンから収納機関のインターネットサイトで、預金口座振替契約を締結できるサービスです。

しんきんATMゼロネットサービス しんきんキャッシュカードなら、全国どこのしんきんATMでも、平日／8:45～18:00の入出金、土曜日／9:00～14:00の入出金のご利用手数料が無料です。

貸金庫 預金証書・権利書等の重要書類、宝石・貴金属など大切な財産を盗難、災害などから守ります。

夜間金庫 金庫の営業終了後に、お客様の手持ち現金、お店の売上金をお預かりし、指定の口座に入金します。

サッカーくじ払戻し業務 サッカーくじ（toto）の払戻し業務を行っております。取扱店舗は次の通りです。
本店営業部・加古川支店・夢前支店・龍野支店・姫路中央支店

その他の商品
サービスの種類 特　　　色

外国通貨預金 短期的な運用に便利です。なお信金中央金庫を通じての取り扱いになります。米ドルのみの取り扱いとなっています。

国債の窓口販売 個人向け国債、新窓販国債を取り扱っております。

投資信託の窓口販売

中期国債ファンド、しんきん国内債券ファンド、アセット・ナビゲーション・ファンド、ノムラジャパンオープン、MHAMスリーウェイオープン、しん
きんインデックスファンド225、しんきんトピックスオープン、損保ジャパングリーン・オープン、日興ジャパンオープン、ダイワバリュー株オー
プン、しんきん海外ソブリン債セレクション、しんきん3資産ファンド、DIAM高格付インカムオープン、しんきんJリートオープン、を取り扱っ
ております。

外貨宅配 世界36地域の外国通貨を最短で翌日にご指定の場所までお届けします。

確定拠出年金 確定拠出年金は、充実した老後の生活を実現するための資産を、自らの責任で形成していく新しい年金制度です。

しんきんグッドすまいる 当金庫にて住宅ローンをご利用されるお客様に対しまして、火災保険・地震保険・家財保険へのご加入ができます。

しんきんグッドサポート 住宅ローンをご利用になるお客様が病気やけがにより就業できなくなったとき、保険金によりローン返済月額をカバーします。

しんきんグッドパスポート 海外旅行保険を取り扱っております。海外旅行中のけがや病気、予期せぬ賠償責任や携行品の損害に備える保険です。

個人年金保険の窓口販売 老後生活資金の準備、資産の運用、相続準備、死亡保障等お客様のニーズに応じた商品を選択できます。

医療保険の窓口販売 短期の入院から長期にわたる入院まで充実した保障に加え、三大疾病の際の一時金保障、ガン治療のための通院保障、女性疾病保障、先進
医療保障などの特約により、さらなる保障が得られます。

標準傷害保険の窓口販売 傷害による通院、入院、死亡時に保障が得られます。

まごころ共済の窓口販売 あなた（契約車両）が万が一の事故に遭遇した場合に、事故の当事者である契約車両を運転中のあなたと同乗者、そして相手側の運転者と
同乗者の双方のケガと死亡に対する保障をします。

企業総合賠償責任保険 建設業、製造業、販売業、飲食業ならではのリスクに幅広く対応します。
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手数料一覧表（消費税込み）

取立手数料 （単位：円）

種  類
他 行 宛

一  般 会  員
個 別 扱 ・ 普 通 扱 864 756

送金手数料 （単位：円）

種類・区分
他 行 宛 当庫本支店宛

一  般 会  員 一  般 会  員
電 信 扱 864 648 324 216

普 通 扱 648 540 216 108

キャッシュサービス手数料 （単位：円）

利用時間帯 取  引
カードの種類

当金庫 他信用金庫 他金融機関 ゆうちょ銀行 クレジット会社

平日

8:00～
8:45　

入金
出金

無料
（注5） 108 216 ―

216 108

8:45～
18:00　

入金
出金 無料 無料 108 108 無料

18:00～ 入金
出金

無料
（注5） 108 216 216 108

土曜

9:00～
14:00　

入金
出金 無料 無料 216 ―

108 無料

14:00～ 入金
出金

無料
（注5） 108 216 ―

216 108

日曜
祝日 9:00～ 入金

出金
無料
（注5） 108 216 ―

216 108

12月
31日 9:00～ 入金

出金
無料
（注5） 108 216 ―

216 108

（注１）利用時間帯は、自動機コーナーにより異なります。　（注２）振込の場合は、本手数料に
併せて振込手数料がかかります。　（注３）クレジット会社のカードをご利用になる場合は、本手数
料以外に取扱手数料がかかります。　（注４）他金融機関のご入金は、第二地方銀行、信用組合、
労働金庫のカードがご利用できます。（一部ご利用できない金融機関があります。）　（注5）播磨
科学公園都市、コープエコー龍野、アスパ高砂、コープ田寺、イーグレひめじ、姫路赤十字病院、
姫路循環器病センター、大手前、イオン姫路大津の各ATMコーナーは、当金庫のカードを
ご利用の場合も、次の時間帯は手数料が必要です。 ・「平日」 8：00～8：45、18：00以降 
・「土曜」 14：00以降　・「日曜・祝日、12月31日」 終日

為替・その他の手数料 （単位：円）
種  類 他 行 宛 当庫本支店宛

不渡返却料 1,080 1,080 1,080 1,080

取立組戻料 1,080 1,080 1,080 1,080

送金振込組戻料 1,080 1,080 1,080 1,080

融資関連手数料 （単位：円）
種  類 代  金

不動産担保
事務取扱
手数料

抵当権及び根抵当権の設定
（住宅ローンは除く）

5千万円以下 10,800
5千万円超 21,600

商品土地担保抹消 1区画（1戸）につき 10,800

根抵当権の順位変更 10,800

根抵当権の譲渡 10,800

債権譲渡担保融資手数料  1担保設定につき 10,800

動産譲渡担保融資手数料  1担保設定につき 10,800

太陽光発電融資取扱手数料  1案件につき 21,600

住宅ローン
条件変更
手数料

一部繰上げ返済 3,240

条件変更 3,240

期限前完済（実行後3年以内） 3,240

期限前完済（実行後5年以内） 2,160

期限前完済（実行後7年以内） 1,080
融資証明発行手数料 2,160

※ 但し、別途手数料に関する特約書を差し入れて頂いている場合は、その特約書の定めに
よるものとします。

でんさい利用手数料 （単位：円）
種　類 代　金

記録請求手数料（代行・本支店） 324

記録請求手数料（代行・他行庫） 432

記録請求手数料（PC・本支店） 216

記録請求手数料（PC・他行庫） 324

口座間資金決済手数料（仕向） ※

口座間資金決済手数料（被仕向） 324

残高開示手数料 3,240

特例開示手数料 2,160

支払不能情報照会 3,240

その他の記録請求等 1,080

※電信扱い振込手数料に準じる

その他の手数料 （単位：円）
種  類 数  量 代  金

手形・小切手帳代金

小切手帳１冊（50枚） 648

約束手形帳１冊（25枚） 432

為替手形帳１冊（25枚） 432

署名イメージ
処理分

小切手帳1冊（50枚） 864

約束手形帳1冊（25枚） 648

マル専口座
手形用紙1枚 540

口座開設手数料 3,240

自己宛小切手発行手数料 １枚 540

国債管理手数料 年間 1,296

夜間金庫手数料
年間 25,920

入金帳１冊 5,400

貸金庫手数料
（年間）
貸金庫は店舗毎に
サイズや仕様、代
金が異なっており
ます。詳細は、ご利
用を希望される店
舗窓口にご確認く
ださい。

貸金庫手数料

4種（高さ24cm） 12,960

3種（高さ18cm） 10,800

2種（高さ12cm） 8,640

1種（高さ 8cm） 6,480

自動貸金庫
手数料Ⅰ

大（高さ15cm） 21,600

小（高さ7.5cm） 12,960

自動貸金庫
手数料Ⅱ

大（高さ14cm） 24,840

中（高さ10cm） 21,600

小（高さ 6cm） 16,200

自動貸金庫
手数料Ⅲ

特大（高さ21.6㎝） 25,920

大（高さ17.8cm） 21,600

中（高さ12cm） 17,280

小（高さ 7.6cm） 12,960

貸渡保護函手数料 ― 6,480

ｅバンキングサービス
基本手数料（月額）

テレホンサービス

1,080ファクシミリサービス

ホームユースサービス

FBサービス 2,160

インターネットバンキング 無料

法人インターネットバンキング 2,160

アンサーサービス 540

窓口扱い両替手数料

1枚～50枚 無料

51枚～300枚 108

301枚～1，000枚 540

1，001枚以上（1，000枚毎に） 540円追加

普通預金（教育資金一括贈与専用口座）払戻事務手数料 ― 1,080

貯蓄預金払
戻回数超過手数料

貯蓄預金Ⅰ型 月間の払戻回数6回以降1回毎 108

貯蓄預金Ⅱ型 ― ―

証明書発行手数料 ― 432

通帳・カード各再発行手数料 ― 1,080

キャッシュカード暗証番号変更事務手数料 ― 540

個
人
情
報
開
示
手
数
料

氏名・住所・生年月日・電話番号・
メールアドレス・勤務先・所得額・
口座番号等、及び残高

1枚 1,080

取引履歴

1枚 216

5枚以上 1,080

用紙代1枚 32

振込手数料 （単位：円）

種類・区分
他 行 宛 当庫本支店宛

一  般 会  員 一  般 会  員

電信扱 5万円以上
5万円未満

756
540

706
490

432
216

382
166

文書扱 5万円以上
5万円未満

756
540

706
490

―
―

―
―

ＡＴＭ扱 5万円以上
5万円未満

648
432

598
382

324
108

274
108

自動振込 5万円以上
5万円未満

648
432

598
382

324
108

274
108

資金移動 5万円以上
5万円未満

648
432

598
382

324
108

274
108

パソコン
モバイル等

5万円以上
5万円未満

648
432

598
382

324
108

274
108

（除現金扱） （除現金扱）

39

西兵庫B_170707_2ੈർ_入稿.indd   37 2017/07/07   13:10



2017DISCLOSURE

のあゆみ

年　  月 年　  月金庫の主な出来事 金庫の主な出来事

昭和23年 8月
 24年 12月
 25年 4月
 26年 4月

8月
9月

12月
 28年 12月
 30年 9月

9月
 33年 5月
 34年 5月
 39年 2月

　　 12月
 42年 2月
 44年 2月

5月
11月

 45年 12月
12月

 47年 9月
12月
12月

 48年 8月
 49年 11月

12月
 50年 9月
 51年 10月
 52年 2月
 54年 5月

5月
9月

12月
 56年 4月

10月
 57年 4月

5月
12月

 58年 6月
11月
12月

 59年 7月
11月
12月

 60年 4月
 61年 2月
 62年 10月
 63年 10月
平成  元年 2月

5月
11月
11月

 2年 4月
4月
6月
6月

12月
 3年 4月

12月
 4年 7月

10月
10月
12月

 5年 4月
9月

10月
 6年 6月

7月
9月

 7年 4月
7月

 8年 6月
12月

 9年 6月
　　　 6月

10月
11月

 10年 1月
5月
8月

11月
12月
12月

 11年 3月
4月
4月
5月
6月
9月
9月

11月
11月

 12年 3月
3月
3月

11月
12月
12月

 13年 3月
3月
3月
7月

11月
12月
12月

 14年 10月
 15年 1月

1月
4月
4月
9月

 16年 4月
5月

11月
12月

 17年 1月
4月
5月

 18年 6月
11月

 19年 4月
8月

12月
12月

 20年 6月
8月

 21年 3月
6月
6月
8月

 22年 5月
12月

 23年 3月
9月

 24年 7月
12月

 25年 2月
4月
7月

 26年 1月
5月
6月
7月

11月
 27年 2月

9月
9月

12月
12月

 28年 2月
7月

10月
11月

 29年 3月

産業組合法に基づき「保証責任山崎信用組合」設立
市街地信用組合法に基づき「山崎信用組合」に改組
中小企業等協同組合法に基づき「山崎信用組合」に改組
千種支店開設
宍粟信用組合に名称変更
上野支店開設
信用金庫法に基づき「宍粟信用金庫」に改組
山崎96番地に本店新築移転
一宮支店開設
営業地区の拡張（佐用郡）
安富支店開設
創立10周年式典挙行（預金量6.7億円）
営業地区の拡張（新宮町、林田町）
新宮支店開設
営業地区の拡張（太子町、龍野市、姫路市）
姫路支店開設
創立20周年式典挙行（預金量62億円）
事務センター設置、電子計算機導入
太子支店開設
預金量100億円達成
営業地区の拡張（揖保郡、相生市、飾磨郡）
「西兵庫信用金庫」に名称変更
姫路北支店開設
営業地区の拡張（高砂市、加古川市）
日本銀行取引開始
高砂支店開設
にししんエプロン主婦の会結成
全国信用金庫為替オンライン開始
信金オンライン加盟
山崎190番地へ本店新築移転
創立30周年式典挙行（預金量473億円）
預金量500億円達成
高岡支店開設
勝原支店開設
両替商業務開始
京口支店開設
にししんクラブ（若手経営者）結成
店外ＡＴＭ（本店営業部南口出張所）開設
国債窓口販売取扱開始
加古川支店開設
国債代理店認可
営業地区の拡張（香寺町、福崎町）
夢前支店開設
店外ＡＴＭ（本店営業部宍粟総合病院出張所）開設
安富支店林田出張所開設
預金量1,000億円達成
加古川北支店開設
企業内オフＣＤ設置(兵庫日本電気（株）)
週休2日制実施
創立40周年式典挙行（預金量1,330億円）
林田支店開設（旧、安富支店林田出張所）
第三次オンライン開始
太子支店店舗改築
アメニティーハウス竣工（テニスコート）
営業地区の拡張（赤穂郡上郡町、赤穂市）
預金量1,500億円達成
龍野支店開設
店外ＡＴＭ（播磨科学公園都市出張所）開設
書類保存用倉庫建築
ＦＡＸ̶ＯＣＲ（為替集中振込）開始
ＣＤコーナー休日営業（土曜日）全店開始
「財団法人にししん地域振興財団」設立
相生支店開設
サキランド出張所開設
新宮支店店舗改築
店外ＡＴＭ（ウェルマート太子店出張所）開設
預金量2,000億円達成
営業地区の拡張（加古郡播磨町・稲美町）
本店営業部南口出張所改装
勝原支店店舗改築移転
にししんビジネス(株)設立
店外ＡＴＭ（コープエコー龍野出張所）開設
姫路中央支店開設
流通・信販系カード会社とのキャッシュサービスについての業務提携
にししんＯＢ会発足
監査法人トーマツとの契約
オンライン処理（ＦＡＸ）による資金移動取扱開始

資産の自己査定作業開始
店外ＡＴＭ（アスパ高砂出張所）開設
創立50周年
上野支店店舗改築移転
預金量2,500億円達成
庫内ネットワーク開始
郵貯ＡＴＭ接続開始
証券投資信託窓口販売取扱開始
研修所・厚生寮開設（新宮町）
創立50周年記念式典挙行（預金量2,519億円）
創立50周年記念式典役職員クルージング
モバイルバンキング取扱開始
インターネットホームページ開設
林田支店店舗改築
一宮支店店舗改築
店外ＡＴＭ（イトーヨーカドー広畑店出張所）開設
サキランド出張所改修
姫路北支店店舗改築
店外ATM（コープ田寺出張所）開設
山崎町指定金融機関業務取扱開始
店外ATM（宍粟市役所出張所）開設
飾磨支店開設
サッカーくじの払戻し業務取扱開始
保険窓口販売業務取扱認可
店外ＡＴＭ(イーグレひめじ出張所)開設
店外ＡＴＭ（姫路赤十字病院出張所）開設
高砂支店店舗改築
確定拠出年金運営管理機関の登録
生命保険窓口販売取扱開始
店外ATM（姫路循環器病センター出張所）開設
個人向け国債取扱認可
店外ＡＴＭ（大手前出張所）開設
預金量3,000億円達成
高岡支店店舗改築
別府支店開設
法人インターネットバンキング取扱開始
店外ATM（イオン姫路大津出張所）開設
本店耐震補強工事完了
営業地区の拡張（明石市、神戸市西区）
宍粟市指定金融機関業務取扱開始
兵庫県立大学と産学連携協定締結
店外ATM（県立西播磨リハビリセンター出張所）開設
大津支店開設
預金量3,500億円達成
千種支店店舗改修
佐用支店開設
京口支店店舗改築
AED設置（7カ店）、クールビズ実施
にししんJ－CLUB発会式、本店外壁補修工事完了
宍粟市役所出張所（ATM）新庁舎に移転
創立60周年記念誌発行
加古川北支店店舗改築
優先出資が発行できる旨の登記
預金量4,000億円達成
姫路支店店舗改築
別所支店開設
点字ブロック敷設
ツカザキ病院出張所開設
経営革新等支援機関として認定
でんさいネット取扱開始
土山支店開設
教育資金一括贈与に係る預金取扱開始
NISA（少額投資非課税制度）取扱開始
中小企業等協同組合法に基づく共済窓口販売取扱開始
日本政策金融公庫との連携による「創業サポート融資」の取扱開始
「にししん個別商談会」の開催
アメニティハウス横テニスコート改修
安富支店店舗改修
太子支店移転用地取得
宍粟市、宍粟市商工会、㈱日本政策金融公庫と「創業支援等に
係る業務連携・協力に関する協定」締結
たつの市と「地域見守り活動に関する協定」締結
宍粟市と「高齢者地域支え合い活動事業に関する連携協定」締結
「しそうビジネスサポート２０１６」開催
緊急時における役職員の安否確認システムを稼働
「第2回しそうビジネスサポート」開催
太子支店移転新築オープン
信託契約代理業の登録
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組織の概要

総合
企画部

監　査　課

第1ブロック

総代会

理事会

理事長

常務理事

ＡＬＭ委員会専務理事

常勤理事

コンプライアンス委員会

常勤監事

第2ブロック 第3ブロック 第4ブロック 第5ブロック

企業
支援部 事務部審査部

千
種
支
店

本
店
営
業
部

シ
ス
テ
ム
課

審

査

課

事
務
指
導
課

代
理
業
務
課

事
務
集
中
課

資
産
査
定
管
理
課

南
部
事
務
集
中
課

債
権
管
理
課

企
　
画
　
課

法
　
務
　
課

人事部

秘
　
書
　
課

人
　
事
　
課

人
材
開
発
課

業務部

業
務
推
進
課

業
務
企
画
課

総務部

総
　
務
　
課

管
　
財
　
課

経理部

資
金
運
用
課

経
　
理
　
課

事
業
支
援
課

法
人
営
業
課

上
野
支
店

一
宮
支
店

林
田
支
店

安
富
支
店

新
宮
支
店

佐
用
支
店

夢
前
支
店

太
子
支
店

勝
原
支
店

龍
野
支
店

相
生
支
店

大
津
支
店

姫
路
北
支
店

姫
路
支
店

高
岡
支
店

京
口
支
店

姫
路
中
央
支
店

飾
磨
支
店

高
砂
支
店

加
古
川
支
店

加
古
川
北
支
店

別
府
支
店

別
所
支
店

土
山
支
店

会 社 名
所 在 地
電 話 番 号
資 本 金
主 業 務 内 容

■
■
■
■
■

■
■

■

にししんビジネス（株）
兵庫県宍粟市山崎町山崎190番地
0790－62－9253
1,000万円
広告宣伝物販売・事務用品販売・
受託計算業務・その他

理 事 長（代表理事） 志 水 宣 之
専務理事（代表理事） 山 田 　 寛（総合企画部長・企業支援部担当）
常務理事 桑 垣 喜 一（事務部・人事部担当）
常勤理事 名 村 哲 也（総務部長）
常勤理事 恵 美 好 文（業務監査部長）
常勤理事 片 山 森 也（経理部長）
常勤理事 平 山 敬 司（本店営業部長）
常勤理事 岡 本 　 晋（業務部長）
常勤理事 石 原 政 司（審査部長）

理事・相談役  谷 口 勝 昭
理　　事（※1）  壺阪興一郎
理　　事（※1）  長 田 　 博
常勤監事  菅 原 　 淳
監　　事  本 條 　 昇
監　　事（員外監事）（※2）   橋 本 敬 司

（平成２9年６月末現在）

理事（※1）： 壺阪興一郎、長田博は、信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に
関する業界申し合わせ」に基づく職員外理事です。

監事（※2）：橋本敬司は、信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です。

設 立 年 月 日
当金庫の株式
等の所有割合

子会社等の株式
等 の 所 有 割 合

役　員　一　覧

平成7年7月21日
100％

̶ ％

監事会

常勤理事会

業務監査部

子会社等の状況
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店舗一覧（平成29年３月末現在）
地  区 店  名 住　　　　　所 TEL キャッシュコーナー稼働時間

平　日 土・日曜日・祝日

西
播
磨
エ
リ
ア

宍粟
地区

本　　店 〒６７１-２５９５  宍粟市山崎町山崎１９０ ０７９０－６２－２０２０ ８:45～１８:００ ―
千種支店 〒６７１-３２０１  宍粟市千種町千草８５ ０７９０－７６－２０１０ ８:００～２０:００ ９:００～１７:００
上野支店 〒６７１-４２２１  宍粟市波賀町上野２０８－９ ０７９０－７５－２０１０ ８:００～２０:００ ９:００～１７:００
一宮支店 〒６７１-４１３１  宍粟市一宮町安積１３５７－７ ０７９０－７２－０６６０ ８:００～２０:００ ９:００～１７:００

揖龍
佐用
地区

新宮支店 〒６７９-４３１３  たつの市新宮町新宮７６９－１ ０７９１－７５－１３１５ ８:００～２０:００ ９:００～１７:００
太子支店 〒６７１-１５６１  揖保郡太子町鵤27-1 ０７９－２７７－１８８１ ８:００～２０:００ ９:００～１７:００
龍野支店 〒６７９-４１６７  たつの市龍野町富永４９１－４ ０７９１－６２－２０８０ ８:００～２１:００ ９:００～１９:００
相生支店 〒６７８-００２３  相生市向陽台６－４ ０７９１－２２－２４８８ ８:００～２０:００ ９:００～１７:００
佐用支店 〒６７９-５３０１  佐用郡佐用町佐用２１６－１ ０７９０－８２－０２４０ ８:００～２０:００ ９:００～１７:００

中
播
磨
エ
リ
ア

姫路
地区

安富支店 〒６７１-２４０１  姫路市安富町安志１１２７－４ ０７９０－６６－２４００ ８:００～２０:００ ９:００～１７:００
姫路支店 〒６７０-００４６  姫路市東雲町４丁目６－１ ０７９－２９７－１２１０ ８:００～２０:００ ９:００～１７:００
姫路北支店 〒６７０-００７４  姫路市御立西５丁目１４－１ ０７９－２９８－０２２１ ８:００～２１:００ ９:００～１９:００
高岡支店 〒６７０-００６１  姫路市西今宿３丁目９－１ ０７９－２９８－１１５１ ８:００～２１:００ ９:００～１９:００
勝原支店 〒６７１-１２１３  姫路市勝原区宮田１７１－１ ０７９－２７４－２０２０ ８:００～２０:００ ９:００～１７:００
京口支店 〒６７０-０８４４  姫路市城東町野田１－７ ０７９－２２３－２４４０ ８:００～２０:００ ９:００～１７:００
夢前支店 〒６７１-２１０３  姫路市夢前町前之庄１１７３－１ ０７９－３３６－２３４５ ８:００～２１:００ ９:００～１９:００
林田支店 〒６７９-４２２１  姫路市林田町林谷５６９－１ ０７９－２６１－２２２２ ８:００～２０:００ ９:００～１７:００
姫路中央支店 〒６７２-８０７１  姫路市飾磨区構４丁目６３－３ ０７９－２３３－５２００ ８:００～２１:００ ９:００～１９:００
飾磨支店 〒６７２-８０３８  姫路市飾磨区阿成鹿古２６５ ０７９－２３５－２４２４ ８:００～２１:００ ９:００～１９:００
大津支店 〒６７１-１１３１  姫路市大津区天神町１丁目８０ ０７９－２３９－３３００ ８:００～２１:００ ９:００～１９:００
別所支店 〒６７１-０２２１  姫路市別所町別所２丁目６９－５ ０７９－２５３－６２２６ ８:００～２１:００ ９:００～１９:００

東
播
磨
エ
リ
ア

高砂・
加古川・
明石
地区

高砂支店 〒６７６-０００５  高砂市荒井町御旅２丁目１０－２ ０７９－４４３－１３１３ ８:００～２１:００ ９:００～１９:００
加古川支店 〒６７５-００３１  加古川市加古川町北在家２２３７ ０７９－４２４－２４２４ ８:００～２１:００ ９:００～１９:００
加古川北支店 〒６７５-００６７  加古川市加古川町河原１７２－２ ０７９－４２１－２４２４ ８:００～２０:００ ９:００～１７:００
別府支店 〒６７５-０１２３  加古川市別府町朝日町３－１ ０７９－４３５－００８８ ８:００～２０:００ ９:００～１７:００
土山支店 〒674-0074  明石市魚住町清水2362－187 ０７8－942－1212 ８:００～２１:００ ９:００～１９:００

店外ATMコーナー（平成29年３月末現在）
出張所名 キャッシュコーナー稼働時間

平　日 土・日曜日・祝日
① 本店南口出張所 8:00～21:00 9:00～19:00
② 宍粟総合病院出張所 9:00～17:30 ̶
③ 宍粟市役所出張所 8:30～18:00 ̶
④ サキランド出張所 9:00～21:00 ９:００～20:００
⑤ 播磨科学公園都市出張所 9:00～18:00 9:00～18:00（土曜日のみ）
⑥ コープエコー龍野出張所 9:00～19:00 ９:００～１７:００
⑦ アスパ高砂出張所 9:00～19:00 ９:００～１７:００
⑧ コープ田寺出張所 8:00～20:00 ９:００～１７:００

出張所名 キャッシュコーナー稼働時間
平　日 土・日曜日・祝日

⑨ イーグレひめじ出張所 8:00～20:00 ９:００～１７:００
⑩ 姫路赤十字病院出張所 8:00～20:00 ９:００～１７:００
⑪ 姫路循環器病センター出張所 9:00～18:00 ̶
⑫ 大手前出張所 8:45～21:00 ９:００～１７:００
⑬ イオンモール姫路大津出張所 9:00～21:00 ９:００～１9:００
⑭ 県立西播磨リハビリセンター出張所 9：00～19：00 ９:００～１７:００
⑮ ツカザキ病院出張所 9：00～17：00 9:00～17:00（土曜日のみ）

事務所の名称及び所在地

営業地区・店舗網

〈ディスクロージャー誌〉 表紙 写真提供：公益財団法人しそう森林王国観光協会「新緑の赤西渓谷」 42
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